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1 自治体からの情報提供（高知県）
� 〈家保 英隆　高知県理事（保健医療担当）・健康政策部医監〉

　情報発信・利用については、インターネットの普及やICTの発展により大きく変化しており、あ
らゆる世代でソーシャルネットワーキングサービス（SNS）等のソーシャルメディアの利用が進ん
でいる。地方自治体でも、X（旧Twitter）、Facebook、YouTube、Instagram、LINE等のソーシ
ャルメディアの活用が広がっているが、正確な情報を客観的に伝える必要のある新型コロナウイル
ス感染症に関する情報提供については、テレビや新聞等のマスメディアが大きな役割を果たしてき
た。
　この項では、新型コロナウイルス感染症の発生から５類移行までを年単位で区分して、四国４県
の県庁からマスメディアへの情報提供の概要を各県庁ホームページから情報収集し記述する。情報
提供の場面としては、会議等の公開、記者会見（知事または県庁職員）、資料投げ込み、電話取材
対応などさまざまであるが、2024年５月末時点の４県のホームページで確認できた内容を中心に記
述する。情報検索しきれなかった可能性もある点はご容赦いただきたい。

（１）会議等の公開
　４県の新型コロナウイルス感染症に関する会議の開催状況を図表１に示す。４県とも知事を本部
長とする「新型コロナウイルス感染症対策本部会議」（以下、「本部会議」という）をメインとし
て、県としての意思決定・意思表示を行ってきた。本部会議設置以前については、香川県では健康
福祉部長を会長とする課長級の対策検討会議を４回、徳島県では知事を会長とする部長級の危機管
理対策本部会議を４回、おのおの開催し、コロナ対応の準備を行っている。
　本部会議以外では、愛媛県は松山市との対策本部会議（２回）や県・20市町合同対策本部会議

（20回）を開催するなど、県市町の意思疎通を図った取り組みを情報提供している。
　経済面での影響も懸念されることから、香川県では本部会議に併せて経済・雇用対策本部会議

（23回）を開催したり、愛媛県では商工会議所等の経済労働関係団体や県農協中央会等の農林水産
関係団体の代表が参加した経済対策緊急会合（２回）を開催するなど、関係団体の要望を踏まえて
取り組みを実施していることを明確にしている。
　会議には、各紙記者の傍聴だけでなくテレビカメラが入ることがほとんどである。会議終了後の
ぶら下がり取材を除いて記者からの質問はなく、記者等の取捨選択はあろうが基本的には県が説明
した内容を報道することとなる。大本営発表的ともいえる。
　会議の内容は、当初は感染状況の報告と各部局の取り組み、知事からの部局への指示事項などが
中心であったが、次第に国の指標等を参考に県独自の指標を設定し感染状況を評価して、その状況
に応じた県民への呼び掛け、県としての施策などを説明する場に変化してきた。
　開催時間等が明らかになっているのは２県（徳島県と香川県）で、おのおのの平均開催時間が18
分（10分～45分）、23分（５分～40分）とコンパクトになっており、あらかじめ協議し、決定した
事項をマスメディアの協力を得て広く県民に伝える場として活用している。
　本部開催回数は香川県が128回と４県で最も多いが、そのうち書面による持ち回り開催が64回と
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半数を占めていた。香川県では書面開催の場合、次項の知事の臨時記者会見でその内容を説明する
ことがあり、単なる書面提供以上の対マスコミ、対県民への情報提供の効果性向上に努めている。
　第６波以降（2022年以降）、開催数は減少しており、特に全数把握見直し後（2022年９月26日以
降）は、香川県10回（すべて書面持ち回り開催）、徳島県５回、愛媛県７回、高知県８回と激減し
ており、制度見直しに伴い各県の情報提供のありようが変化した。

県名 形式 2020年 2021年 2022年 2023年 計

徳島県 県単独 37 33 15 2 87

香川県 県単独 33 55 36 4 128

愛媛県
県単独 10 32 19 4 65

県市町合同 13 7 2 0 22

高知県 県単独 16 21 19 4 60

図表１　４県の新型コロナウイルス感染症対策本部会議の開催状況

（２）記者会見
　記者会見では、会見者からの説明、記者との質疑応答の流れで進み、マスメディアは得た情報を
取捨選択・編集し、紙面やテレビ画面等を通じて県民に情報提供する。いわば、県側とマスメディ
アのガチンコ勝負である。同時に県側も、知事記者会見については県庁ホームページに議事録（概
要を含む）やYouTube動画等を掲載し、情報提供を行っている。
①知事記者会見
　知事記者会見は、定例会見と臨時会見に分かれる。
　定例会見は、県議会開催期間などを除き、高知県では月２回、香川県では週１回など各県で決ま
った頻度で行われている。おおむね知事からの説明（ない場合もあり）、幹事社の代表質問・応答、
それ以外の任意質問・応答となり、事前に予定時間を想定しているが往々にしてそれを超過するこ
ともある。
　４県の実施状況は図表２の通りである。
　定例会見は、香川県が他の３県の２倍開催されているが、これは開催頻度の違いによると思われ
る。臨時会見では、愛媛県が444回（知事本人が会見で451回発言されており、筆者が確認できない
会見が７回あるものと思われる）と最も多く、高知県が32回と最も少ない。感染者の初発例等、新
型コロナウイルス感染症の発生当初は、各県とも知事自らが、感染者の属性、濃厚接触者の状況等
などを説明していたが、感染例が増えるにつれ、高知県では臨時会見の方針が変わってきた。
　高知県では、県内の感染状況の説明（感染者数とその属性、クラスター等の発生状況と対応、検
査状況、入院状況等）は、筆者（当時健康政策部副部長）または副部長級の公衆衛生医師が担当す
る記者レクで対応し、緊急事態宣言時やまん延防止措置の適用等の大きな節目や、飲食店への時短
営業の要請、医療逼迫回避のための自宅療養の開始等など、重要局面において県民に説明し強く協
力を求める場合に、知事の臨時会見で対応することとした。
　一方、他の３県の知事臨時会見では、少なくとも全数把握が見直されるまでの間は、コロナ対策
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の重要な変更、県民への呼び掛けだけでなく、感染状況等（感染者属性や積極的疫学調査に基づく
患者の関連、クラスターの詳細等）の説明を行ってきた。そのため、臨時会見の回数が増加したも
のと考える。
　この違いは、誰が情報発信するのが最も県民への訴求力が強いのか、科学的にどこまで説明すべ
きか、会見準備の効率化等などに対する、各県知事の考え方によるものと思われる。また、県当局
と記者クラブ等のマスメディアとの普段からの関係性が関与しているのかもしれない。
　新型コロナウイルス感染症患者の医療の確保（検査協力医療機関や入院協力医療機関など）は保
健所の圏域を越えて県庁が調整するが、感染者対応や積極的疫学調査は保健所が担当する。中核市
保健所からの情報をいかに会見で扱うかでも、高知県、香川県、愛媛県の３県で違いがあった（中
核市がない徳島県を除く）。
　高知県では、コロナ初期の2020年に７回、知事および高知市長の合同会見（事務方として筆者お
よび市保健所長が同席）を行ったが、2021年以降は知事単独会見である。一方、香川県では、高松
市の感染者の情報は高松市が説明するとの役割分担の下、当該事案があった場合、知事会見には高
松市長または市幹部が同席して実施している。愛媛県では、松山市を含め県全体の情報を集約して
県が一括して記者発表し、松山市はそれを踏まえ市民向けに情報提供や感染拡大防止の呼び掛け等
を実施するとの役割分担の下、県会見の後市会見を実施したため、知事・松山市長同席会見は松山
市初発事例判明時の１回だけであった。いずれにしろ、都道府県と中核市の関係はさまざまである。
　また、保健所以外に検査で重要な役割を担っている地方衛生研究所については、各県に設置され
ているが、知事会見に同席したのは愛媛県で５回確認できた。変異株等の分析など、高度に科学的
な領域の説明については、専門家を適宜同席させ、会見の信頼性を高めるよう工夫していると考え
る。

 県名 形式 2020年 2021年 2022年 2023年 計

徳島県
定例 22 8 17 3 50

臨時 91 179 75 2 347

香川県
定例 27 34 27 12 100

臨時 67 92 34 ０ 193

愛媛県
定例 13 18 8 1 40

臨時 135 183 121 5 444

高知県
定例 13 12 13 4 42

臨時 19 8 4 1 32

図表２　４県の知事記者会見の実施状況(新型コロナウイルス感染症関係）

②事務方の記者会見
　他の３県の状況が十分に把握できないので、この項については高知県の状況を記載する。
　2020年から2021年３月末までは当時副部長であった筆者と、2021年４月以降は副部長級の川内医
監とが、土日を含めてほぼ毎日、記者会見を行った（週１回は交代するよう努力）。高知市の案件
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については市保健所長等が当初同席することもあったが、高知市保健所の業務が逼迫するにつれ、
基本的に高知市分も含めて県側が対応することを原則とした。
　コロナ発生の初期では、検査結果や疫学調査の結果が判明後、できるだけ早く公表するようにし
ていたが、回数を重ねるにつれ、午前中（その後、午後１時半）の記者会見の有無（感染者の有
無）を連絡し、午後４時（その後、午後４時半）に記者会見となるように、記者クラブと合意を図
った。
　記者会見に用いる資料の内容は、１日100例未満に感染がとどまっていた2021年８月下旬までは、
前日確認された感染者の情報（居住地等、年齢、性別、職業、重症度、接触歴等、症状・経過等）、
累積の患者状況（入院、宿泊療養、自宅療養、退院等）、検査の状況であり、原則として全例説明
していた。それ以降は、年代、性別、居住地、職業、重症度等の分布、累積の患者状況、検査の状
況を数値のみ記載し、全体傾向の説明にとどめた。
　感染者が確認された場合は基本、対面で記者会見し、公表資料に記載していないレベルの記者質
問に対応してきた。一時期、書面による情報提供のみでの実施を考えたが、対面説明がなくなると
各社から感染症担当に別々に電話での問い合わせが入り、業務に支障を来す可能性が高いことか
ら、会見時に一括して幹部が対応することで、担当職員の業務の円滑化を図った。県庁記者クラブ
の人数も少なく、また、会見者が限定されていたことから、記者会見を重ねるにつれ、県民に必要
な情報を共同して伝えるとの感覚が共に醸成されたように感じた。特に、ライブ配信される取材時
間の質問とオフレコで尋ねるレベルの質問のさび分け等が安定化し、全国紙等の記者が異動で新規
参加した場合など、前から参加している記者が上手に話をしてくれ、安定した記者会見ができたの
は非常にありがたかった。
　本庁担当者は、保健所職員が苦労して把握した感染者の詳細情報（属性、症状、行動歴、濃厚接
触者情報、患者間の関連性等）を分かりやすくかつ正確な公表資料に取りまとめ、上司（高知県の
場合、記者会見担当者）の確認を得るのは大変な作業である。当然ながら、記者会見前には、土
日、休日を含めて知事レクを行い了承を得る手順は踏んでいるが、そのレベルを知事自らが会見し
記者の質問に対応できるまでに高めるためには、時間的制約の中、事務方に極めて多大な労働負荷
をかけることが容易に想定できる。高知県のやり方は担当者としては非常にありがたかった。他の
３県の事務方の努力と能力の高さは尊敬に値すると考える。

（３）おわりに
　ソーシャルメディア（SNS等）を利用されている都道府県もあると思われるが、筆者のレベルが
そこまで達していないので、マスメディアとの関連で記述した。従来、行政の保健医療部門が記者
会見するのは、大体が不祥事関係（個人情報漏えい等々）で陳謝する場面であり、筆者としては非
常に貴重な経験を得た。
　今後に備えては、以下の点などを保健医療部門でも考え、準備しておくことが重要だと思う。
・�広報担当者は少数に限定し、研修等を確保して経験値を上げる
　（出たとこ勝負＜OJT＞でも可能だが、最初は大変だ）
・�普段からマスメディアからの接触があれば丁寧に対応し、関係性を確保する
　（両方がWIN-WINになる関係を普段から意識しないと、一方的な利活用は難しい）
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2 岩手県における主に第６波から第８波の対応
～2023年冬まで県・保健所で対応した業務、入院調整について～

� 〈仲本 光一　岩手県県央保健所長／元岩手県奥州保健所長（兼）一関保健所長〉

（１）岩手県全体の総括
　筆者は2023年３月末までは県南に位置する奥州保健所（一関保健所兼任）に勤務し、４月以降に
盛岡に位置する県央保健所に異動したため、県全体のデータについては、県庁保健福祉部・復興防
災部等から提供いただいた。
　2020年１月16日に国内第１例が確認され、順次全国に広がったが、岩手県で第１例が報告された
のは同年７月29日であり、国内では最後の報告県だった。ただ、７月まで手をこまねいたわけでは
なく、県では一般相談窓口を設け、２月には「帰国者・接触者外来」を設置し、岩手県新型コロナ
ウイルス感染症対策専門会議・対策本部を設置、県独自の宣言発出や基本的な感染対策の呼び掛け
を行うほか、全国有数の県立病院ネットワーク（全国１位の20病院、６地域医療センター）を活用
して、全県的な医療提供体制を確保するなど対応に当たっていた。また横浜港に停泊したダイヤモ
ンド・プリンセス号で発生した事例の際には、東日本大震災を契機として設立されたＩＣＡＴ（い
わて感染制御チーム）が日本環境感染学会から派遣され、現場で対応に当たり、その知見を早い段
階で本県に持ち帰ったことが県の専門家会議や対策本部で有効に機能した。その後、県内でも感染
が拡大し、2022年12月には１日の陽性者数が過去最大の2,699人を記録した（図表１）。最終的には、

図表１　岩手県の１日当たりの新規感染者数の推移（2021年４月１日～2023年５月８日、公表日ベース）

出典：厚生労働省オープンデータより、岩手県保健福祉部・防災復興部作成



－ 473－

第９章　広報・リスクコミュニケーション

県内の新規感染者数は、2023年５月７日時点で、累計23万7,794人、人口10万人当たりの新規感染
者数は２万135人と全国最少となっている。なお、県内の死亡者数は2023年５月７日時点で、全国
で14番目に少ない累計625人となっている。

（２）第６波以降の県の対応
　県内でオミクロン株が確認されたのは2022年１月であ
り、８日に「岩手警戒宣言」、23日には「岩手緊急事態
宣言」（図表２）を発出、混雑場所や感染リスクの高い
場所への外出自粛、緊急事態宣言が発出されている地域
への不要不急の往来の自粛要請を行った。２月18日に
は、本県で初めて直近１週間の新規感染者数が100人を
超え（対人口10万人）、「学校、幼稚園・保育所等、高齢
者施設、職場における感染対策のお願い」を発出した。
新規感染者数が減少し５月30日には緊急事態宣言がいっ
たん解除されたが、７月以降感染者数が急増し、高齢者
施設における一斉検査、高齢者に対応した宿泊施設を開
設した（図表３）。８月31日以降、国は全数把握につい
て自治体の判断で見直すと決定したが、本県については
本部員会議で、全数把握の継続を決定した。11月30日、
県における新レベル分類（図表４）の判断基準を決定。12月20日、過去最大となる１日2,699人の
感染者を報告した。2023年５月８日、５類感染症への移行に伴い、対策本部は廃止、新体制として

「岩手県新型コロナウイルス感染症連絡会議」が設置された。

医療機関へのお願い飲食店へのお願い

学校へのお願い事業者へのお願い

岩岩手手緊緊急急事事態態宣宣言言

新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症

県民の皆さまへのお願い

・テレワーク、ローテーション勤
務、オンライン会議により、人と
の接触を低減
・休憩室、更衣室、喫煙室、食堂
など、職場内の感染対策の徹底

・校外で行う活動（修学旅行、遠
足など）における外部との接触が
ある活動内容の見直し・適切な感
染防止策の徹底

・学校の夏季休業中の部活動の原
則休止

・「いわて飲食店安心認証」取得

不要不急の外出の自粛
※生活や健康の維持に必要な場合を除く

家庭にウイルスを持ち込まない・持ち出さない

・積極的な検査の実施

自分自身を守るため、そして大切な人を守るため、皆様の御協
力をお願いします。

・同居家族以外とのBBQや会食
・同窓会や同級会

・同居家族以外との法事や墓参り
・出張先や研修先での会食

実実施施中中

図表２　岩手県保健福祉部作成ポスター

図表３　２回目の岩手警戒宣言、岩手緊急事態宣言期間の感染状況（2022年１月～６月）

出典：岩手県保健福祉部・復興防災部作成資料
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（３）保健所の対応　リスク・コミュニケーション
　筆者の勤務していた奥州・一関保健所、現在の県央保健所の対応について説明する。保健所にお
いては、住民と身近に接する最前線であるため、情報発信・問い合わせに対して分かりやすく、丁
寧な説明をする必要があった。岩手県の〝ゆるキャラ 〝を入り口に置いて、体温測定などと一緒に
アドバイスを掲示した（2020年１月開
始。〈図表５〉）。さらに幅広い年齢層へ
の情報提供のため、大学・学校、公民館
など、あらゆる場所、機会を捉えて、説
明会、講演会を実施した（2020年５月開
始）。若者向けにはＸ（旧Twitter）やイ
ンスタグラムなどのＳＮＳを利用して頻
回に（２日に１度程度）情報発信（2020
年１月19日開始）、高齢者向けには、地
元地方紙・ＮＨＫ盛岡に情報を提供し、
掲載・放送した（2020年１月29日開始）。
また、高齢者施設でクラスターが発生し
た際には、現場に保健所職員や県のタス

図表５　保健所入り口に置いた 〝ゆるキャラ 〝と掲示板

感感染染小小康康期期 感感染染拡拡大大初初期期 医医療療負負荷荷増増大大期期 医医療療機機能能不不全全期期

オミクロン株
対応の

新レベル分類
レベル１ レベル２ レベル３ レベル４

レ
ベ
ル
判
断
に
関
す
る
事
象

保健医療の
負荷の状況

・ 外来医療・入院医
療ともに負荷は小さ
い

・ 診療・検査医療機関
（発熱外来）の患者数
が急増し負荷が高まり
始める

・ 救急外来の受診者
数が増加する

・ 病床使用率、医療
従事者の欠勤者数が
上昇傾向となる

・ 発熱外来・救急外来に多くの
患者が殺到する、重症化リスク
の高い者がすぐに受診できな
い状況が発生

・ 救急搬送困難事案が急増す
る

・ 入院患者が増加し、また医
療従事者にも欠勤者が多数発
生し、入院医療の負荷が高ま
る

・ 膨大な数の感染者に発熱外来や救急外来で対
応しきれなくなり、一般外来にも患者が殺到する

・ 救急車を要請されても対応できない状況が発生
する。通常医療も含めた外来医療全体がひっ迫し、
機能不全の状態

・ 膨大な数の感染者により入院が必要な中等症・
重症の患者数の絶対数が著しく増加する

・ 多数の医療従事者の欠勤者発生と相まって、
入院医療がひっ迫する

・ 入院できずに自宅療養中・施設内療養中に死
亡する者が多数発生する

・ 通常診療を大きく制限せざるを得ない状態

社会経済
活動の状況

－

・ 職場の欠勤者が増
加し、業務継続に支障
を生じる事業者が出
始める

・ 職場で欠勤者が多数発生し、
業務継続が困難になる事業者
が多数発生する

・ 職場の欠勤者数が膨大になり社会インフラの維
持に支障が生じる

感染状況 ・ 感染者数は低位で
推移しているか、徐々
に増加している状態

・ 感染者数が急速に
増え始める

・ 医療の負荷を増大させるよう
な数の感染者が発生する

・ 今冬の新型コロナウイルス感染者の想定を超
える膨大な数の感染者が発生する

レベル判断に関
する指標

病床使用率：
概ね０～30％

病床使用率：
概ね30～50％

病床使用率：
概ね50％超

重症病床使用率：
概ね50％超

病床使用率：
概ね80％超

重症病床使用率：
概ね80％超

オミクロン株に対応した新レベル分類における、岩手県の判断基準については、以下のとおりとする。

図表４　岩手県における新レベル分類の運用について

出典：岩手県新型コロナウイルス対策本部第66回本部員会議資料
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クフォースチームが詰めて対応を行った（2021年５月以降）。奥州市からバスケットボールの国際
試合を開催する際の対応についての相談があったケースでは、市の担当者と共に、事前広報、現場
対応、ポスター作成・配布、地元飲食店への注意喚起などを実施した（2021年６月。〈図表６、図
表７〉）。さらに県域内医療関係者、医師会、市・町担当者、高齢者施設担当者、県担当者などとの
メーリングリストを作成し、さらに毎日夕方に情報交換を目的としたZOOMでの情報交換連携会
議（以下、「ZOOM連携会議」という）を開始した（一関では2020年11月、奥州では2021年４月開
始）。このZOOM連携会議は、現在勤務している盛岡県域でも実施している（2023年４月開始。盛
岡県域内は奥州・一関地域と比べて病院・診療所数が多いため、２グループに分けてそれぞれ月１
回程度実施している）。ZOOM連携会議には、消防担当者も参加いただき、救急搬送困難事例（搬
送まで30分以上、５か所に断られた事例）について逐次報告いただいている。

図表６　国際バスケットボール試合会場での見回り（筆者、保健師）、注意喚起

図表７　国際バスケットボール試合会場で配布したチラシ、掲示したポスター

　2022年初頭から始まった第６波以降、本県でも感染者数は急増し、病床確保が難しい状況が続い
た。保健所職員は休日返上で疫学調査、検査の確保と実施、病院への問い合わせ等の対応に追われ
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た。基幹病院では院内クラスターや職員・
家族の感染によりスタッフが不足し、病棟
閉鎖や救急受け入れ困難な状況が発生し
た。そんな中、連日実施していたZOOM
連携会議が有効に機能した（図表８）。会
議では、保健所からは国内外や厚生労働省
からの最新情報（変異株情報、最新治療マ
ニュアルなど）、地域の感染症発生状況、
クラスター発生状況、コロナ対応病床の空
き状況（Ｇ―ＭＩＳ）、軽症者用宿泊施設の
空き状況などを報告した。病院側からは院内クラスターの発生状況、病棟閉鎖の状況、コロナ以外
の救急患者受け入れ状況、スタッフの確保状況等が報告された。クラスターの発生した高齢者施設
では、現状で不足している物資、スタッフの補充はあるかなどが報告された。医師会からは夜間・
休日当番での感染者数の情報、消防からは搬送困難事例についての報告が行われた。こうした情報
を会議の場で遅滞なく共有した結果、県、市・町、消防、公立病院、医師会、高齢者施設等、ほぼ
すべての関係者間で現状の理解が深まり連帯感が生まれ、地域一体となっての早期の一斉検査体制
の整備、病床確保、後方搬送事例の早期対応に繋がった。ZOOM連携会議の場で、「…そういう状
況なら、うちの病院で週末に一斉検査を実施します。高齢者施設に感染管理認定看護師を派遣して
指導に当たらせます」と多くの医療関係者自らが手を挙げて、実際に派遣していただき、保健所と
しては本当に助けられた。
　さらに、2020年の早期の段階から、県や保健所から迅速で適切な情報提供を行っていたことが、
住民の意識を高め、結果として感染者数や死亡者数を低く抑えることができたのではないかと感じ
た。東日本大震災を経験し、もともと真面目な県民性もあり、日常的にも防災意識が高かったこと
についても言及しておく。
　今後も、こうした新興・再興感染症は発生するものと予想されるが、一番大切な点は、地域住民
を含めた関係者間の密接なコミュニケーションであることを改めて痛感している。
　

図表８　ZOOM連携会議



－ 477－

第９章　広報・リスクコミュニケーション

3 生活の中での感染対策の変遷
� 〈和田 耕治　一般財団法人日本公衆衛生協会理事〉

　新型コロナウイルスのパンデミックが始まった初期においては、ワクチンも効果的な治療薬もな
く、生活の中での感染対策だけが頼りとなった。2020年５月４日に、新型コロナウイルス感染症専
門家会議から「新しい生活様式」の実践例が示された。感染防止の３つの基本として、「身体的距
離の確保」「マスクの着用」「手洗い」が挙げられ、その他に実践例が紹介された。その後も、追加
の感染対策として、会話や飲食のある場面でのパーティションの設置や換気の目安としての二酸化
炭素モニターの活用なども行われ、中には公的な補助金が支出された。
　本稿では、生活の中での感染対策に関して2022年から2023年５月８日に感染症法上の５類感染症
へ移行するまでの間に行われた議論や実践の変遷について取り上げる。

（１）リスクに応じた感染対策への議論
　年単位となった感染対策の実施により、例えば子どもたちの間でお互いにマスクをした顔しか分
からない、結婚式や卒業式といった大事な儀式の延期や中止などといった課題が認識された。ま
た、ワクチン接種も進み、オミクロン株となって成人や子どもたちでは重症化のリスクは低減した
ことが分かってきた。
　英国では2022年１月19日にボリス・ジョンソン首相（当時）が感染対策の変更を示し、１月20日
からは中学校と高校での教室内でのマスク着用が義務でなくなるとし、さらに、27日には公共の場
所でのマスク着用義務を終了するとした１）。一方で同記事の解説にもあるように、保健担当編集委
員からは、対策の緩和の早過ぎを指摘する意見もあった。また、英国での抗体の定期的なサーベイ
ランスでも同時期においては高齢者を含めて８割から９割が一定以上の抗体をすでに得ているとい
うデータも得られていた。
　日本では、オミクロン株の伝播力の高さから感染者数の急増、高齢者を中心とした死亡者数の過
去最高の更新なども懸念される中で、感染対策を一部変更する、また一部の対策をやめるといった
ことについての発信は矛盾する部分もあり、情報の伝達や実践の変更を決定し、市民に伝えるとい
う点において困難な面もあった。
　2022年12月からは、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けについてアドバイザリー
ボードでも議論が行われた。そうした状況を踏まえて2023年１月25日のアドバイザリーボードに岡
部信彦先生提出資料にて「これからの身近な感染対策を考えるにあたって」として、次のような考
え方が示された３）。

これからの身近な感染対策の考え方
○�これからの感染対策は、地域での流行状況が大幅に拡大し、社会的に大きな影響を与え

る事態が想定される場合を除き、これまでの政府の要請に基づく一律の感染対策から、
個人や集団が流行状況やリスクに応じて、主体的に選択し、実施することになる。
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○�感染対策は、その対策を行うことで、どの程度の感染予防の効果があるかなどの情報に
基づいて、個人がそれぞれの価値判断で決めることになる。また、職場や集まりといっ
た場面においては、話し合いなどで合意が形成されることが望ましい。

○�感染対策は、行うことが強要されることがなく、また逆に感染対策をやめることも強要
されることがないように、個人の選択を尊重するような配慮がされるべきである。

○�人混みが生じる公共の場所など、感染した場合に重症化しやすい人、健康な方でも感染
を避けたい人などがいることも鑑み、こうした方々が不安を感じることなく参加できる
ような配慮のある感染対策が求められる場面がある。また、病院や高齢者施設などでの
感染が広がりやすく、感染拡大の影響が大きいことから感染が持ち込まれないようにす
ることは引き続き重要である。

○�これからの感染対策は、科学的知見をもとに、感染対策を実施することの合理性（科学
的、経済的、社会的）に関しての対話や議論が求められる。医療の専門家や政策決定者
が一方的に決めるのではなく、市民対話などの手法を用いたリスクコミュニケーション
活動を通じて、合理的かつ、当事者たる市民が納得できる対策を選択することが目指す
べき方向性と考える。

○�感染対策の合理性を考えるに当たっては、年代による特徴を考慮すべきである。ことに
子どもにおいては、健やかな発育・発達の妨げにならないような配慮が必要である。

○�国や地方自治体が主体となって感染対策の普及啓発を行い、流行状況や場面に応じて変
化する感染リスクに応じて、その感染対策の強弱について意識的な変化が呼び掛けられ
ることは今後も必要である。

　2023年１月27日の厚生科学審議会感染症部会において５月８日から感染症法上の５類感染症に位
置付けることが示された。また、２月10日にマスクの着用については、行政が一律にルールとして
定めるのではなく、個人の主体的な選択を尊重し、マスクの着用は個人の判断に委ねることを基本
とすること等を政府対策本部において決定した。

（２）特定の感染対策を変更またはやめることについての議論で留意したい点
　企業や学校などが「ガイドライン」や「手引き」を作成していたこともあり、生活の場でさまざ
まな感染対策が実践されていた。そのため、ガイドラインや手引きを状況に応じて自ら変更すると
いうのは、感染リスクが高くなる可能性も受け入れなければならず、現場だけでの判断は難しかっ
た。また、対策をやめるということについて、過去の実践は必要なかったような否定されたという
認識や、「やめて本当に大丈夫か？」といった問いなどが出されることもあった。ある感染対策を
やめる議論や相談を行う際にも、その対策を「やめる」か「やめないか」の議論するのではなく、
その他の対策を行っていることの前提で、その対策をやめるかどうかを議論しなければ現状維持で
継続になってしまうこともあった。
　一例であるが、接触感染対策としての環境の定期的な清掃や消毒は現場の負担が多かった。現場
の提案や判断で、消毒する場所の対象範囲が広がったり、頻度が多かったりするなどして人員やコ
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ストを必要としたり、そうした確保ができない場合には職員が疲弊していることもあった。外部に
委託している場合には、そうした作業に感染リスクを想定した手当てが含まれたりするなどした場
合もあり、その作業を現場でやめるということも困難なことであった。
　高齢者施設や入院病棟の面会制限などは、特に厳格であった。高齢者が孫に会えない、「看取り」
に立ち会えないといったことも長期にわたった。感染対策の責任が施設側にあるとはいえ、人権に
も配慮した対策ができているかも課題であった。

（３）おわりに
　感染症法での位置付けや政府の方針などが示され、また変更の時期も示されたことは、意思決定
のプロセスとしても市民の理解を得る上で重要であったと考える。2023年５月８日の前後はこれま
での流行において、比較的流行が落ち着いている時期であったこともタイミングとして理解されや
すかった面があった。一方で不安な人も一定数いるわけであり、丁寧なコミュニケーションや、医
療機関など対策の継続が必要なところにも配慮が必要である。
　東京感染症対策センター（Tokyo Center for Infectious Diseases Prevention and Control：東京
iCDC）のリスクコミュニケーションチームは定期的に都民に対して調査を行っており、市民の認
識などがモニターされていた４）。感染対策について市民の認識も変わりつつあることが示された。
こうしたデータを定期的に取得し、公開することは次のパンデミックにおいて考慮すべきと考え
る。
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３）�岡部ら.これからの身近な感染対策を考えるにあたって（第１報）.第115回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリ
ーボード資料
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001044065.pdf

４）�東京都. 東京iCDCリスコミチームによる都⺠アンケート調査結果（2023年２月実施）
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/023/293/20230316_07.pdf
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4 リスクコミュニケーションの実践と課題
─コミュニティ・エンゲージメントとしての感染症対策を支え続けるために─

� 〈奈良 由美子　放送大学教養学部・大学院生活健康科学プログラム教授〉

（１）はじめに
　新型コロナウイルス感染症パンデミックでは、さまざまな主体間、またさまざまな場面でリスク
コミュニケーションが実践されてきた。著者は、東京iCDC（東京感染症対策センター）専門家ボ
ード・リスクコミュニケーションチームのチームリーダーとして、2020年10月から現在に至るまで
リスクコミュニケーション実践を継続して行っている。また、内閣官房新型インフルエンザ等対策
推進会議の構成員として、特に2023年９月からは新型インフルエンザ等対策政府行動計画の改正に
関する議論に加わってきた。
　本稿では、そこでの経験も踏まえながら、主にわが国での第６波（オミクロン株）から第８波で
の５類移行まで、および５類移行後におけるリスクコミュニケーションの実際を述べた上で、次な
る感染症危機に向けてのリスクコミュニケーションの課題を考える。

（２）リスクコミュニケーションの要点
　ここで改めてリスクコミュニケーションの要点について述べておきたい。リスクコミュニケーシ
ョンは、個人、機関、集団間での情報や意見のやりとりを通じて、リスク情報とその見方の共有を
目指す活動であり、適切なリスク対応（必要な情報に基づく意思決定・行動変容・信頼構築等）の
ために行われる。
　「リスクコミュニケーションは一方向の情報提供である」との誤解を受けることがあるが、そう
ではない。学術的のみならず、世界保健機関（World Health Organization：WHO）や米国疾病予
防管理センター（Centers for Disease Control and Prevention：CDC）を含めた国内外の多くの公
的機関が示す定義に共通するのは、リスクコミュニケーションは多様な関与者の相互作用性を重視
していることである。ただし、極度で突発的な危険に直面した際のクライシスのフェーズにおいて
は、トップダウン的・一方向的なコミュニケーションのウエートが大きくなる。
　感染症対策を行う上では、あらゆる利害関係者（ステークホルダー）を「感染症リスクを小さく
するためのパートナー」として捉えることが必須となる。これは「コミュニティ・エンゲージメン
ト（community engagement）」と呼ばれ、コミュニティが抱える課題を解決し状態をより良くす
るために、行政・専門家・市民等のステークホルダーが関係性を構築し協働するという現代のリ
スクコミュニケーションに必須の考え方である１）。この方策は環境問題、防災、街づくりなどさま
ざまな分野で用いられているが、新型コロナウイルス感染症パンデミックにおいても重視された。
WHOが2022年に出した「リスクコミュニケーションとコミュニティ・エンゲージメントを介した
信頼の構築」と題した政策指針でもその重要性が強調されており、同指針では、第１にコミュニケ
ーションを通して信頼を深めること、第２に解決策を地域住民と共に作り上げること、そして第３
に緊急事態でない平時からこうした対応能力を養っておくこととされている２）。
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（３）人々の行動変容維持を促すリスクコミュニケーション
　新型コロナウイルス感染症パンデミックでは、長期にわたる人々の行動変容が必要となった。
人々に感染防止対策の持続を促すためにどのようなリスクコミュニケーションを行うべきかは、行
政を含め多くの組織や機関が抱える課題の一つとなった。
　新型コロナウイルス感染症は、発生初期においては臨床像やウイルスの特性も有効な対処方法に
ついてもよく分からなかった。高い不確実性を抱えるこのリスク事象についてのコミュニケーショ
ンは困難を伴った。一方で、新興感染症ではその初期にはリスクの未知性や恐ろしさを強く認知す
るようなコミュニケーションが有効に作用するという側面もあった。
　しかし、トップダウンで一方向の情報発信の効果は、次第に限定的となっていく。とりわけ、オ
ミクロン株が主流となって以降は、症状や重症化率等のデルタ株との違いから、人々にリスクの過
小評価や感染対策低調化が生じることが懸念された。また、パンデミック発生以降すでに２年もの
間、自粛生活が続いている中、いわゆるコロナ疲れも見られた。こうした状況でのリスクコミュニ
ケーションにおいて、相手はそれぞれの価値観と合理性を持って判断し行為する主体であるとの前
提に立つことの意義はいっそう重要となった。次節で述べるところの東京iCDCでのリスクコミュ
ニケーションは、一貫してそうした考えによりながら行われた。その際、図表１に示すような英国
政府の非常時科学諮問委員会（Scientific Advisory Group for Emergencies: SAGE）３）のガイドも
参考にした。人々を感染症対策のパートナーとして尊重し、個人の取り得る対策を具体的に提示
し、自己効力感と自分ごと意識を持ってリスクを捉えて対処に当たれるようなリスクコミュニケー
ションを試みた。

①�行動を制限することに対して、よりリスクの少ないポジティブな代替案を提示・支援する。

②�「人々はウイルス制御に努力している。その努力が感染拡大を抑え、公益をもたらしている」といったポジ
ティブなフィードバックを行う。失敗への言及は努力の継続を阻害するので避ける。

③�すべての人が感染対策をする上で重要な役割を担っていることを強調する。特定のサブグループや行為を名
指ししての非難は避ける。

④�感染拡大を抑制するため、人々がそれぞれの環境を変え、新しい社会的習慣を形成することを促す。本人だ
けでなく周囲の人や属する集団、環境の再構築も必要である。

⑤�人々がリスクのある行動をとってしまう状況や理由を理解し、受け入れ可能な解決策を一緒に考え、支援す
る。主体的で自律的な動機付けは行動変容の持続において効果的である。

⑥�法令やルールを守るよう強調するのではなく、他の人がとっている感染予防行動とそれへの評価を具体的に
示す。

⑦�感染防止のためにそれぞれの集団や行動に応じて必要となる情報やアドバイスを、より集中的、実践的に提
供する。

図表１　人々に行動変容維持を促す上での７つのポイント（SAGE）
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（４）�継続的な広報・広聴・対話－東京iCDCでのリスクコミュニケーション実践
　東京都は、新型コロナウイルス感染症の第１波の経験等を踏まえ、感染症に関する危機管理、調
査・分析・評価、情報発信・共有等の対策を担う新たな組織として、2020年10月に東京iCDCを立
ち上げた。東京iCDCは賀来満夫・聖マリアンナ医科大学教授を所長とし、９つのチームから成る
専門家ボードを擁しており、科学的助言に基づき感染症危機に対応する体制を構築している４）。リ
スクコミュニケーションチームには、著者、武藤香織・東京大学教授、田中幹人・早稲田大学教
授、小坂健・東北大学教授の４名が属している。東京iCDCでは一貫して、先述のコミュニティ・
エンゲージメントを支え促進するためのリスクコミュニケーションを目指して活動を行ってきた。
　リスクについて科学的知見に基づき、分かりやすい説明をすることは一義的に重要である。東京
都では広報担当者らが中心となって、専門家チームの助言も踏まえながら、感染状況や警戒すべき
点についてのメッセージ、ワクチン普及・啓発、季節性インフルエンザ同時流行への備え等につい
て、さまざまなメディアを組み合わせ多様なターゲット層に届けた。2023年５月の５類移行に際し
ては、都内感染状況の情報発信の仕方、また検査・受診・治療やワクチン接種等について、何がど
のように変更になるのかの情報発信および相談窓口の周知が行われた。
　東京iCDCでは、情報発信に加えて、聴くコミュニケーションも行った。ステークホルダーの意
見を把握することで、発信されたリスク情報がどのように受け取られたのか、他にどのような情報
が必要とされているのか、リスクはどう捉えられているのか、どのような対策を取っているのか・
取れていないのか、その理由は何かが理解できる。その理解を、次の情報発信に生かし、また具
体的な政策・施策につなぐことで、社会全体として実効性のあるリスク管理が可能になる。東京
iCDCが目指したのは、「広報」のみならず調査分析を踏まえた「広聴」・「対話」のインテリジェン
ス機能を持ったリスクコミュニケーションの実現である。
　図表２に、東京iCDCが行ってきた広聴・対話に関する活動を示す。災害発生から収束まで線形
に推移する自然災害とは異なり、流行の波が何度も押し寄せる感染症災害では収束までの過程はら
せん形に推移する。その道程では、人々の感染症のリスクへの意識も行動も、また施策へのニーズ
も複雑に変化していくため、継続的に人々の意識や行動を捉える必要がある。そこで東京iCDCで
は2020年10月から現在まで、都民や都内在住外国人に対してアンケートと対話型のグループインタ
ビューを12回にわたり継続的に実施してきた。
　得られたデータは、ステークホルダーに関する「エビデンス」として、知事に報告され、関係部
署で共有され、政策や施策の参考情報として用いられた。また、集めた都民の声は都民にフィード
バックするため、東京iCDCのnoteを通じ、都度詳細なデータを公開した５）。ここで特筆すべき点
は、リスクコミュニケーションチームは４名の専門家だけでなく、３名の都職員も加わった７名の
チームとして、情報の収集から分析、発信といった取り組みを行ったことである。これにより専門
家からの一方的な助言ではなく、都の実情を把握し、またデータの分析により導き出される対策
を、実際の施策にスムーズにつなげることができたと考える６）。
　５類移行後も都内在住外国人や都民へのアンケートを実施し、新型コロナウイルス感染症流行の
振り返りとともに、その他の感染症に対する意識や行政へのニーズを聞き取った７）、８）。東京iCDC
では今後もこうした活動を継続し、感染症政策に生かすことを予定している。
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時期 対象 方法 有効回答数 トピック

2020年
10月15日～17日

都民
（20代～70代）アンケート 935

・新型コロナ対策の取組状況　・都のモニタリ
ング分析の知名度　・新型コロナに関して抱え
ている問題や不安� 等

2021年
2月10日～13日

都民
（20代～70代）アンケート 5,410

・感染対策の取組状況　・都の対策に対する意
識　・緊急事態宣言解除前と解除後の行動につ
いて� 等

2021年
2月26日～3月3日

都民
（20代～70代）アンケート 10,000

・新型コロナへの意識　・感染対策の取組状
況とその理由　・受診や検査の意向とその理
由　・情報源　・都の情報提供への意見　・新
型コロナワクチンについての知識　・接種意向
とその理由　・偏見や差別経験� 等

2021年
7月16日～17日

都民
（20代～70代）アンケート 1,000 ・ワクチン接種意向とその理由　・接種インセ

ンティブへの考え方　・感染対策の取組状況�等

2021年
10月21日～22日

都民
（20代～70代）アンケート 1,000 ・新型コロナへの意識　・感染対策の取組状

況　・ワクチン接種意向とその理由� 等

2022年
3月15日～25日

都民
（20代～70代）アンケート 10,000

・新型コロナへの意識　・感染対策の取組状
況とその理由　・受診や検査の意向とその理
由　・情報源　・都の情報提供への意見　・ワ
クチン接種意向とその理由　・通常医療への影
響　・偏見や差別経験� 等

2022年
10月1日～3日

都民
（20代～70代）アンケート 1,000

・現在の感染対策取組状況　・今後の感染対策
への意向　・季節性インフルエンザとの同時流
行に対する意見　・ワクチン接種意向とその理
由� 等

2023年
2月15日～21日

都民
（20代～70代）アンケート 10,429

・新型コロナへの意識　・感染対策の取組状況
とその理由　・コロナの収束への考え方　・情
報源　・都の情報提供への意見　・ワクチン接
種意向とその理由　・偏見や差別経験　・感染
経験と後遺症の状況� 等

2023年
3月8日～11日

都民
（20代～70代）

グループイ
ンタビュー

35名
※６グループ

・新型コロナの影響（ポジティブ、ネガティ
ブ）　・コロナの収束とは　・今後行政に発信
してほしい情報　・今後行政に望む感染症対策
� 等

2023年
6月1日～21日

都内在住外国人
（20代～70代）

アンケート
※14言語 2,000

・感染対策の取組状況　・感染症の情報源と用
いる言語　・困りごと（情報収集、受診）　・偏
見や差別経験　・都の感染症施策への評価　�等

2023年
12月14日～16日

都民
（20代～70代）

グループイ
ンタビュー

36名
※６グループ

・現在の感染対策の取組状況　・新型コロナの
振り返り　・将来のパンデミックへの意識　
・新型コロナ以外の感染症� 等

2024年
2月9日～19日 都民

（20代～70代）アンケート 10,531

・新型コロナへの意識　・感染対策の取組状況
とその理由　・情報源　・都の情報提供への意
見　・ワクチン接種意向とその理由　・感染経
験と後遺症の状況　・新型コロナの振り返り
（困ったこと等）　・今後も定着してほしいこ
と　・新たなパンデミックへの考え・備え� 等

図表２　東京iCDCリスクコミュニケーションチームによる広聴・対話を実現するための活動
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（５）感染症に関するリスクコミュニケーションの今後の課題
　新型コロナウイルス感染症流行下でリスクコミュニケーション実践が直面した困難を踏まえたと
き、次なる感染症危機に向けての課題は次の８点があると著者は考えている９）。
　①ステークホルダーの属性、状況、ニーズに対応したリスコミへの備え：広報に加えて早期から
の広聴と対話。寄せられた意⾒やニーズを関係機関にフィードバックする仕組み　②感染症に関す
るリテラシーの涵養：学校、地域、職場等での平時からの取り組み。国等による支援　③不確実性
の存在を伝える・理解する：「現時点では未解明なことがある。そして今解明に向けて取り組んで
いる」ことをステークホルダー間で共有　④一体的な情報発信の意義の理解と実践：リスク管理機
関による一貫性のある情報発信は「信頼」につながる。平時からの連携　⑤人権を守るリスクコミ
ュニケーションの徹底：国、自治体、各組織からの「差別や偏見は絶対に許さない」との強いメッ
セージ。感染症への差別や偏見が間接的に感染を拡大させ感染症対策を阻害することを伝える・理
解する　⑥偽・誤情報への対応：拡散状況等をモニタリングし、その状況をふまえて科学的知見等
に基づく情報を提供・共有　⑦ステークホルダーのパートナーシップを引き出すリスクコミュニケ
ーション実践：行動の変容と維持に有効なメッセージの発信、リスクの共考と協働につながる双方
向のコミュニケーション　⑧リスクコミュニケーション体制の整備と人材育成：有事に即応できる
よう、広報・広聴・対話のできる人材と体制をふだんから有しておく。
　新型コロナウイルス感染症パンデミックの最中では、日々立ち表れる待ったなしのタスクに対処
することが優先され、上述のような課題に十分に取り組むことは難しかった。収束しつつある今、
こうした課題に本格的に取り組んでいきたい。
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https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin/dai5_2023/gijisidai_9.pdf
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5 新型コロナ報道の課題　「平常化」が目指される中で
� 〈水野 雄太　日本放送協会（ＮＨＫ）報道局科学文化部　記者※当時〉

（１）はじめに
　新型コロナウイルス感染症のパンデミックが始まった2020年当初から感染症法上の扱いが５類に
移行するまでの累計感染者数の実に95％、亡くなった人の75％１）が本誌が対象とする2022年１月
から2023年５月８日までの１年半弱の期間に集中している。ほとんどの感染がこの期間に起きたと
いっていい規模だ。
　感染力の強いオミクロン株の流入によって、全国で爆発的に感染者が増加した一方、この期間に
は、新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けの５類への移行に向けて、感染者数の全数把握の
簡略化など多くの措置見直しが進められた。
　最大規模の感染拡大と並行して、平常化に向けた議論や措置緩和が立て続けに進められたこの期
間、人々の新型コロナウイルスへの関心や報道量がどのように推移したのか。公開されている使用
可能な情報を使って大まかに分析し、当時の報道現場がリスクコミュニケーションに関してどのよ
うな課題に直面していたのか、振り返りたい。

（２）感染状況と報道量の推移の比較
①報道量　第６波を境に減少傾向に
　本誌が対象とする2022年１月から2023年５月までの新型コロナウイルスに関する報道のボリュー
ムを定量的に測定するために、NHKのニュースポータルサイト「NHK NEWS WEB」の特設サイ
トで公開されている関連記事数を月別に集計した。
　簡易的な分析で放送時間の長さや記事の文字数などは考慮できていない。また主要全国紙の新型
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図表１　NHK新型コロナ特設サイトでの関連記事数と感染状況の推移２）
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コロナ関連記事数の推移も、今回の集計とおおむね同様の傾向をたどっていることを確認した。
　記事数は、オミクロン株の流入と拡大、結果として最後となった「まん延防止等重点措置」の発
出などがあった2022年１月をピークにして、感染拡大に伴って一時的に増加する動きは見られるも
のの、全体的には減少傾向をたどっている。最大規模の感染拡大が起きた第７波ピークの2022年８
月でも、記事数は2022年１月の半分程度にとどまった。

②関心低下の背景は
　こうした減少傾向の背景には、▼爆発的な拡大により累計で人口の３割近くが「感染した後症状
の軽快」を経験するなど身近な存在になったこと　▼第８波にかけて感染して亡くなる人の割合が
下がったという分析が出てきたこと　▼入国措置の緩和、療養期間の短縮や全数報告の方法簡素化
など平常化に向けた措置の見直しが続いたこと、などによって、新型コロナに対する社会的な警戒
度や関心が下がっていったことがあると考えられる。
　実際、ＮＨＫ新型コロナ特設サイトへの１日当たりの総アクセスについて、公開可能な範囲で大
まかに分析すると、アクセス数のピークは2022年１月からの第６波と比べて、2022年夏の第７波で
は７割程度、2022年冬の第８波では３割程度にとどまっていた。
　さらに2022年は、２月にロシアによるウクライナ侵攻が始まり、７月には安倍元総理大臣が奈良
市内で演説中に銃撃され死亡する事件が起きるなど国内外で重大な事案が立て続けに発生した年で
もあった。限られたリソースや放送尺の中で各事案を詳しく伝えるため、ニュース番組や新聞紙面
などでやむを得ず新型コロナ関連の報道のボリュームが相対的に少なくなっていたことも背景にあ
ったと思われる。

（３）直面した課題
　新型コロナウイルスに対する関心自体が薄くなっていく一方で、その背後では過去にない規模の
医療逼迫が起きていた。総務省消防庁のまとめでは、医療逼迫の指標の一つ「救急搬送困難事案」
は全国の件数が2022年７月にコロナ感染拡大前の591％３）に達し、致死率は下がったとされたもの
の、感染して亡くなる人の数自体は2021年以前に比べて格段に多くなっていた。
　政府分科会の尾身茂会長（当時）が、2023年１月にＮＨＫのインタビュー４）に語った「今、こ
の感染症への見方が、一般の人々と医療関係者との間で異なってきています」という一言が、この
時期に直面した課題を象徴している。
　高齢者など重症化リスクが依然高い人々とその周りにいる家族や介護従事者、新型コロナ対応を
担う医療従事者にとっては命に直結する問題だった一方で、それ以外の人たちにとっては「少し重
めの風邪」と捉えられる感染症となり、人々の年齢や属性によってリスクの捉え方が決定的に違う
ものになった。
　感染して亡くなる人の数を減らし医療の逼迫を解消するためには、新型コロナへの関心が下がっ
た人たちに対し、感染が果てしなく拡大していく事態を防ぐための行動を呼び掛ける必要があった
が、2021年の第５波のときよりもメッセージが伝わりにくくなっていた。
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（４）関心減少フェーズで何を伝えるか
　私たちが専門家を取材しながら現場で確認し合ったのは「緩和に向けた議論が進む中でも、現場
で起きている厳しい現状を冷静に伝える」という方針だった。これまでと比べて重症化率が低下し
た一方で、感染者数の爆発的増加によって亡くなる人の数も過去にない規模で増えているという事
実を、データを示しながら報じた。見えにくくなっていた医療現場の逼迫についても、病院の救急
外来などの取材を通じて医療従事者たちの声を伝えた５）。
　特に2022年の下半期以降、５類移行へ向けた議論が加速する中で、オミクロン株の感染拡大時の
傾向として「致死率や重症化率が低下した」という分析や見解が政府などから繰り返し示された６）。
そうした致死率低下の分析を伝えるニュースでは、感染者数が大きく増えれば亡くなる人や重症者
の絶対数は確実に増加し、リソースが限られた医療現場では逼迫が起き、新型コロナ以外の一般医
療にも影響が及ぶという事実も併せて指摘した。
　人によってリスクの捉え方が異なるフェーズでの伝え方については課題が残る。今回、高齢者向
けや介護従事者向けの情報など、伝えるべき対象を絞ったニュースは繰り返し意識して報道してき
た。しかし伝える手段の段階では、放送やWEBを通じて広くあまねく報道を届けるメディアにと
って、属性に応じて異なる内容を伝えることは難しい。特に呼吸器感染症の場合、新型コロナでは
なくとも年齢などによってリスクが異なる事態は起きる可能性があり、年齢や同居家族の構成、職
業など属性によって異なる情報を伝える手段をメディアも追求する必要がある。
　新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、結局感染が急減することなく、ウイルスに対する
措置の在り方や社会の捉え方が変わることによって次のフェーズに緩やかに移行した。今後起こる

「次のパンデミック」でも起き得る収束の形で、本稿で挙げたリスクコミュニケーションの課題も
同様に起こるはずだ。この記録が将来、パンデミックの報道現場での議論の助けにわずかでもなれ
ばと考えている。

■参考文献
１）�厚生労働省「データからわかる－新型コロナウイルス感染症情報－」

https://covid19.mhlw.go.jp/　
２）�記事数はNHK NEWS WEB「新型コロナ関連記事全記録」に掲載された記事のうち、毎日掲載された都道府県別の感

染者数に関する記事を除いた記事数を月別に集計
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/chronology/
また感染者数は厚生労働省「データからわかる－新型コロナウイルス感染症情報」の新規陽性者数の推移（日別）よ
り、新規陽性者数を月別に集計
https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/open-data.html

３）�総務省消防庁「各消防本部からの救急搬送困難事案に係る状況調査（抽出）の結果」
https://www.fdma.go.jp/disaster/coronavirus/items/coronavirus_kekka.pdf

４）�2023年1月13日掲載 NHK NEWS WEB「尾身会長インタビュー 新型コロナ第8波 状況は今後は」
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230113/k10013948811000.html

５）�2023年1月24日掲載 NHK NEWS WEB「新型コロナ第8波 どこで亡くなっているのか」など
https://www3.nhk.or.jp/news/special/sci_cul/2023/01/story/corona/

６）�2023年12月21日 厚生労働省アドバイザリーボード資料
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001027743.pdf
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6 メディアが伝えた医療の課題の変遷
� 〈辻 外記子　朝日新聞科学みらい部大阪担当部長／朝日新聞元編集委員〉

（１）はじめに
　筆者は2020年３月まで朝日新聞科学医療部の医療担当次長、同年４月から2024年３月まで同医
療・健康担当編集委員として、新型コロナウイルス感染症の報道を同僚たちと共に担ってきた。こ
の間、繰り返し「医療逼迫」を報じてきたが、逼迫の背景は変化し続けた。以下では、朝日新聞の
記事・見出しを基に「第６波」以降、新型コロナが特別な病から「生活の中にある病気」に変化す
る過程をどう伝え、どんな課題が浮かび上がったかを紹介する。

（２）オミクロン株で感染者増
　2021年末、新型コロナウイルスの変異株「オミクロン株」が日本国内でも確認された。迫り来る

「第６波」をどの程度怖がるべきか。デルタ株に比べて感染力は強いものの重症化リスクが低いと
の報告もある中、経済活動をストップさせることへの抵抗感もあり、トーンが難しかった。ただ、
若者が中心だった感染が高齢者に広がることが懸念されていた。重症化リスクが高い高齢者に感染
が広がれば、死者が増える。警鐘を鳴らしたかった。
◆�「第６波　オミクロン株対策は　ワクチン・検査パッケージ『見直しを』識者『接種から時間　

効果低下』／高齢者を守る３回目接種　急務　職員感染での医療崩壊　備えを」（2022年１月８
日３面）

　流行が先んじる沖縄県で、恐れていた事態が起き始めていた。
◆「沖縄　高齢者に広がる感染　症状重くなる傾向」（2022年１月20日３面）
　記事中、「このまま高齢者の感染が増加すると、必要な人が入院できなくなる可能性が高まる」
と県立中部病院の高山義浩医師のコメントを紹介した。懸念は現実となり、救急搬送困難事例が全
国で急増した。
◆「救急搬送困難　最多4950件　コロナ病床増　一般病床を圧迫」（2022年１月26日１面）
　都内で骨折した90代女性の救急搬送先は82か所目で見つかるなど、新型コロナの問題は医療全体
の問題となった。どこまで新型コロナを特別扱いすべきか。難題が突き付けられた。

（３）特別扱いの終わりと矛盾
◆�「強まる『自分で健康観察』自宅療養43万人超に急増　感染者数の把握に難点も」（2022年２月

９日３面）
◆�「高齢者の医療現場　限界　おむつ交換に食事介助も　人手不足／感染70代以上10万人　入院

受け入れ頭打ち」（2022年２月15日社会面）
　感染者と入院患者の急増を受けてこのころ、厚生労働省は症状が安定していれば入院４日後を目
安に自宅療養や慢性期病床を持つ医療機関などへの転院を促し、入院の必要性が高い人の入院を優
先する方針を打ち出していた。しかし、高齢の感染者の中には、肺炎はなくてももともと認知症が
あるとか排泄ケアが必要だったり、心不全などの持病が悪化したり、手厚いケアが必要な人が多
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い。そうした人の医療機関の受け入れは難航した。コロナ対応を拒む医療機関もまだ多く、スタッ
フの確保が課題だった。
◆�「医療に負荷　止まらぬ感染死　大阪の施設　クラスター100以上　心不全や肺気腫　持病悪化

も増」（2022年２月17日２面）
　悪循環が起きていた。前述の１月の記事で触れた職員感染の影響が顕著になり、本人や家族の感
染によって勤務できない医療従事者が増えた。その結果、空き病床があっても患者を受け入れられ
ず、施設で死亡する事例もあった。保健所の業務はまた逼迫し、適切な施設を案内するのに時間が
かかり、治療薬は適切に使えず、重症化する人が増えていた。
◆�「高齢者施設で医師治療　コロナ対応　厚労省、自治体に要請／医療と介護　連携が要　住み慣

れた場所での療養へ」（2022年４月６日３面）
　原則入院としてきた高齢の感染者への対応も変更された。記事で筆者は「施設側の不安を取り除
き、入院すべきかどうかの判断や治療の開始を速やかにすることが重要になる。コロナはもはや、
危機対応というより、通常の病気への対応に近づきつつある。医療と介護の連携によって、療養場
所の選択肢を増やしていくことが『７波』では求められている」と書いた。
　いったん落ち着きを見せたが夏にはまた、感染者が増えた。
◆「感染増加じわり　コロナ広がるBA.５　医療逼迫　危ぶむ現場」（2022年７月３日１面）
　熱中症との同時警戒もあり「自粛ムードがゆるむ中、いっきに感染者が増える恐れがある」とや
や強めのトーンでまとめた。
◆�「感染1000万人　やまぬ波　うち800万人超が『第６波』以降　ワクチンの予防効果　減少懸

念／集団の免疫できつつあるが対策継続を」（2022年７月16日３面）
　社内外から「いつ新型コロナは収束するのか？」という疑問のほか「もはや恐れる必要はさほど
ないのでは」という声が大きくなった。政府は行動制限の必要はないと経済活動を維持する方針を
掲げ、医療側からはこれに心配する声が出た。
◆「発熱外来パンク　患者殺到　『診断遅れ　入院後手にも』」（2022年７月26日３面）
　コロナ対応をしない医療機関はまだ多く、発熱者を診る医療機関に患者が集中していた。保険会
社に提出する診断書を求めて受診する人が多くいたことも一因だった。
◆�「しびれ切らし緊急提言　専門家、政治決断迫る　政権、批判恐れ及び腰／特別扱い見直し促す」
（2022年８月３日２面）

　感染症や経済、法律の専門家らが新型コロナ対策への提言をまとめた。一般の診療所でもコロナ
を診療し、全数把握をやめる。医療費には自己負担が生じるといった、通常医療の中でコロナを扱
うようにするロードマップだ。第７波は感染者が拡大し、この約１か月後の９月上旬、国内感染者
数は2,000万人に達した。９月末、感染者数の全数把握は簡略化され、重症化リスクの低い人は自
主検査や自己検査が基本となった。自治体が把握できない感染者が増えることも意味する。感染し
ても問題はないとする人と感染を防ぐため対策を徹底する人双方が存在し、医師の中でも通常化を
推進する立場と慎重な立場があり、価値観は多様化。データの扱いやメッセージの伝え方の困難さ
が増した。12月２日には改正感染症法が成立した。

（４）５類変更への議論と過去最高の死者
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　2022年秋から冬にかけ、新型コロナを季節性インフルエンザと同じ感染症法上の「５類」に変更
するかどうかの議論が本格化した。
◆�「『コロナ＝５類』　なお論点　『インフルとの比較は困難』専門家ら／感染力や重篤性『相当違う

疾患』／段階的緩和論も　公費負担　行方は」（2022年12月15日２面）
　ウイルス学を専門とする医師らは、コロナはインフルより感染力は高く、合併症や後遺症も考慮
すべきなどとする見解を公表した。
◆�「コロナ致死率　低下続く　今夏の60、70代　専門家会合で報告」（2022年12月22日社会面）
　前述の見解の１週後、厚労省はコロナの致死率がオミクロン株流行後に低下したとするデータを
公表した。第５波、第６波と比べて2022年夏の致死率は低下を続け、参考値として示された季節性
インフルの同世代の致死率よりも低かった。１週前に「比較は困難」と報じていたこともあり、致
死率の数字は見出しで取り上げなかった。その後、恐れていたことが起きた。
◆�「コロナ死者増加、最多ペース　インフルは流行期入り」（2022年12月29日１面）「年末年始の移

動　警戒　コロナの死者最多　未把握の感染増か」（同３面）
　年末から年始にかけ、死者数は「第７波」の最多を大きく上回り、過去最多となった。行動制限
はなく、コロナに感染後、心臓や腎臓などの持病が悪化して衰弱して亡くなる高齢者が増えてい
た。変わらず高齢者への感染に警戒すべきだったが、帰省するも会食するも個人の判断に委ねら
れ、強いメッセージは出しにくかった。
◆�「コロナ死者初の500人超え　専門家ら　類型変更『段階的に』」（2023年１月12日社会面）　
　初めて１日の死者数が500人を超えた11日、専門家組織メンバーらは類型変更について、必要な
準備を進め、段階的に変えるべきだとする見解を公表した。
◆�「コロナを生きた３年間　死者６万人　近づく『生活の中にある病気』」（2023年１月15日特設面）
　国内初確認から３年の紙面では、「生活の中にある病気」の見出しが掲載された。死者が増加し
た理由は明確には示せなかったが、自己検査が推奨され、全数把握をやめたために実際よりも少な
い感染者しか把握できず、実際はもっと多くの感染者がいる可能性を指摘。「コロナに感染した高
齢者が衰弱する傾向は続く。これはインフルなど他の感染症も同様」との国立国際医療研究センタ
ーの大曲貴夫医師のコメントを紹介した。データを基にコロナとインフルを比較するのは依然困難
だったが、インフルも高齢者にとっては脅威だ。社会や個人が感染症とどう向き合うか、受け入れ
るかといった視点がより重要になっていた。

（５）自主的対策、より重要に
　春から「５類」に引き下げる考えを岸田文雄首相が2023年１月20日、打ち出した。
◆�「コロナ５類　春から　診療　徐々に全医療機関へ　マスクの着用　原則求めず／命守る対策終

わりではない」（2023年１月21日１面）
　「国には適切な施策を求める一方、手厚い支援がなくなることで、我々１人ひとりには『命を守
る』ための自主的な感染対策がいっそう必要になる」と筆者は書いた。
◆�「５類移行日　二転三転　統一選避け　GW避け　G７までに／個人での対策『今まで以上に』　

専門家『国のセーフティーネットなくなること意味する』」（2023年１月28日２面）
　類型が変わることで、新型コロナウイルスの特徴が変わるわけではない。町中で感染するリスク
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はむしろ高まるため、個人での感染対策はむしろ求められると強調した。
◆�「コロナ緊急事態終了　WHO事務局長が宣言　『死亡率下がり　医療の負担緩和』」「コロナ下　

国内死者13.5万人増　感染拡大後　地方で増加めだつ」「間接的にも　コロナ禍の影　循環器の
病気や老衰　増えた死者」（2023年５月６日１、２面）

　５類移行直前の５月５日、緊急事態の終了宣言は１面トップ記事となった。その隣と２面には、
以前から準備していた超過死亡の記事が偶然にも同日掲載となった。コロナ下３年の死亡を死因や
都道府県ごとにも分析した。
◆�「コロナ５類　新たな日常　仕切り撤去　宴会場を再開／消えない脅威　メリハリのある対策を」
（2023年５月９日１面）

　移行の翌日。アクリル版の仕切りを片付ける居酒屋の店主の写真の隣に、注意はまだ必要とする
メッセージを強調した。大阪大の忽那賢志教授に、「高齢者や病気のある人にとっては引き続き怖
しい病気。手洗いや具合が悪ければ休むといった基本的な予防策は今後も続けてほしい」などと語
ってもらった。

（６）おわりに
　「感染を広げない」というシンプルなメッセージから始まったコロナ対策だったが、医療と経済
のどちらを優先するかという対立軸ができ、その後は複雑化する一方だった。５類への移行の議論
では、医師といっても専門性や価値観によって主張する意見の隔たりが大きくなった。ウイルスは
変化を続け、社会情勢も変わる。未知への対応が続く中、変わらずベースにあった思いは「正しく
恐れること」と「命を守るための視点」だった。軽々しく「大丈夫」とは言えない。一方で根拠は
求められる。できるだけデータを基に、信頼できる多くの専門家に当たる。その上で一歩先を予測
し、「救える命を救うために」そのとき、どんなメッセージを出すべきかを考えてきた。一般の人
には〝わがこと″と考えてほしい。自治体関係者には先進事例を知り踏襲にとどまらないでほし
い。そんな思いで発信してきたことを記録に残すことが、次のパンデミックの際にわずかでも参考
になればと願う。

※日付や掲載面は、朝日新聞朝刊の最終版
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1 小中高校での対応
� 〈菖蒲川 由郷　新潟大学大学院医歯学総合研究科特任教授〉

（１）学校での感染状況
　新型コロナウイルス感染症の流行が始まった当初、新型コロナウイルスは小児に感染しにくく、
小児では重症化もまれであるとされていた。しかし、流行株の変遷を経て、2021年末から2022年初
頭にかけて、オミクロン株（B.1.1.529系統）の流行が始まると、小児にも大きな感染の波が押し寄
せ、新型コロナウイルス感染症は、あっという間に子どもにも感染する感染症となった。それまで
に流行していたウイルスと比較して、病原性こそ高くないものの、感染性が非常に高く、国内のみ
ならず、世界中でおびただしい数の感染者が発生した。各都道府県では、急激な感染拡大を抑える
ために、まん延防止等重点措置が発令され、医療提供体制を維持するために、さまざまな対策がな
された。集団生活の場である学校は感染の拡大が懸念された。そして、実際に、オミクロン株の流
行が本格的に始まった2022年から、児童生徒の感染者は桁違いに増加した（図表１１））。

（２）学校での感染対策
　文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課（以下、「健康教育・食育課」という）より2020年
５月に発出された、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～『学
校の新しい生活様式』～」（以下、「衛生管理マニュアル」という）は、その後、新型コロナウイル
ス感染症の流行状況の変化に応じて複数回、改訂された（最新版2023年５月８日２））。また、2021
年８月27日には、地域の感染状況等に応じた対応の参考として、「学校で児童生徒等や教職員の新
型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応ガイドライン」３）（以下、「ガイドライン」という）
が送付され、学校で感染者が発生した場合の初動対応や濃厚接触者の扱い、出席停止や臨時休業の
判断等、具体的な対応が明確になった。
　オミクロン株が流行の主流となった2022年１月以降も、衛生管理マニュアルに基づき、ガイドラ
インを参考に、現場での具体的な対応が取られた。オミクロン株の流行により、急な感染拡大が起
こったことで、感染者の周囲（家族等）に発生した濃厚接触者の待機時間を既定の２週間として
いては社会機能が成り立たなくなる状況となった。オミクロン株感染患者の濃厚接触者について
は、２週間から10日間（厚生労働省事務連絡　2022年１月14日）、さらには７日間、かつ社会機能
維持者は２日にわたる検査を組み合わせることで、５日目に解除（同2022年１月28日）と、待機時
間が次々に短縮された。２月に入り、10代以下の感染者数が急速に増加したことに鑑みて、学校内
で感染を拡大させないように、臨時休業や学級閉鎖を必要な範囲、期間において機動的に対応す
るよう、健康教育・食育課から事務連絡が発出された（2022年２月２日）。ただし、日数について
は、それまでの５日～７日程度からオミクロン株に対応した運用として、５日程度に短縮された。
さらに、基本的な感染症対策の強化・徹底として、（１）日々の健康観察の徹底　（２）換気の徹底　

（３）給食時の感染対策の徹底─を促し、具体的な活動場面ごとの感染症対策として、リスクの高
い学習活動や部活動を控えること、教職員による抗原簡易キットの活用により、感染者の早期発見
を通じた学校での感染拡大防止を図ること、さらには、重症化リスクの高い児童生徒等への対応
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図表１　学校関係者における新型コロナウイルス感染症の感染状況
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等、幼稚園における感染症対策、分散登校・オンライン学習等の実施について、周知された（健康
教育・食育課事務連絡　2022年２月４日）。
　オミクロン株の流行による急激な感染者数の増加を受けて、それまで保健所等により行われてき
た濃厚接触者の特定や行動制限を含めた積極的疫学調査は、地域の実情に応じて、感染するリスク
の高い同一世帯内や、重症化リスクの高い患者が入院・入所している医療機関や高齢者施設等、対
象を絞って集中的に実施されることとなった。これにより、中学校や高等学校は、事業所等として
の扱いとなり、一律の積極的疫学調査は必ずしも行う必要がないとされた。一方で、保育所、幼稚
園、認定こども園、小学校、義務教育学校、特別支援学校および放課後児童クラブで感染者が発生
した場合は、都道府県や市町村の関係部局が連携して方針を決定することとなった（厚生労働省
新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡　2022年３月16日、健康教育・食育課事務連絡　
2022年３月17日）。
　このように、オミクロン株の流行に至って、それまでの感染対策の見直しや地域の実情に沿った
対応への変更がなされた。また、新型コロナウイルスの出現以来、ほとんど流行が確認されなかっ
たインフルエンザが、社会活動の回復に合わせて、同時流行する懸念が広がった。学校や保育所に
おいても、発熱に限らず、咽頭痛や咳、頭痛等の症状がある場合には登校・登園を控えること、効
果的な換気の徹底が改めて周知された（健康教育・食育課事務連絡　2022年10月19日）。

（３）児童生徒へのワクチン接種
　2021年２月以降、新型コロナワクチンの医療従事者等を対象とした臨時接種が始まり、徐々に対
象年齢が拡大されたが、オミクロン株流行前は12歳以上が接種対象であった。小児の感染者が急激
に増加する中、2022年３月（自治体により２月末）より５歳～11歳も接種対象となった。幼児児童
生徒に対する予防接種の実施方法について、保護者への説明の機会が乏しくなる、接種への個々の
意向が尊重されず同調圧力を生みがちである、接種後の体調不良に対するきめ細かな対応が難し
い、といった制約があることから、学校等における集団接種を推奨せず、個別接種を勧めた（健康
教育・食育課等事務連絡　2022年２月21日）。小児の感染者の急増により、感染と重症化を懸念す
る保護者など、ワクチン接種を希望する場合は接種の機会を提供すべき、という議論と、エビデン
スは不十分であるとして努力義務を適用すべきではない、という専門家の中でも意見が分かれる状
況で、接種形態が事実上の強制にならないように配慮する検討がなされた。
　また、教職員は地域における社会機能を維持するために必要な事業の従事者であるという認識か
ら、初回接種（１回目、２回目）から６か月経過した教職員について、早めの追加接種が推進され
るよう、教職員に対する接種勧奨も行われた（健康教育・食育課等事務連絡　2022年２月10日）。
　オミクロン株の流行が続く中、2022年７月には12歳以上の若年層において、３回目接種率が低い
ことから、接種を促す通知が発出された。2022年９月には、５歳以上11歳以下の者についても３回
目接種が開始された。2022年10月24日からは、それまで対象から外れていた生後６か月以上４歳以
下に対する初回の新型コロナワクチンの接種が開始された。このように、ワクチン接種の対象年齢
は徐々に拡大し、希望者に対する速やかな接種がなされるよう、情報の伝達、周知がなされた。
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（４）児童生徒におけるマスクの着用
　新型コロナウイルス感染症の基本的な感染対策として、３つの密（密閉空間、密集場所、密接場
面）を避けること、人と人との距離の確保、マスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等が推奨さ
れてきた。オミクロン株の流行により、児童生徒の中でも急激に感染者が増加したことから、2022
年２月に、２歳以上については、「保育所等では、発育状況等からマスクの着用が無理なく可能と
判断される児童については、可能な範囲で、一時的に、マスク着用を奨める」という基本的対処方
針の改訂があったが、オミクロン株による感染者数の大きなピークを越えた2022年５月に、オミク
ロン株対策以前の取り扱い、すなわち、｢保育所等では、個々の発達の状況や体調等を踏まえる必
要があることから、他者との身体的距離にかかわらず、マスク着用を一律には求めない。なお、施
設内に感染者が生じている場合などにおいて、施設管理者等の判断により、可能な範囲で、マスク
の着用を求めることは考えられる」に戻った。一方、２歳未満ではマスク着用は勧めないという一
貫した方針をとった。
　さらに、就学後の学校生活における児童生徒等のマスク着用は引き続き基本的な感染対策である
としながらも、十分な身体的距離が確保できる場合は着用の必要がなく、気温・湿度や暑さ指数

（WBGT）が高い日には、熱中症などの健康被害が発生する恐れがあるため、マスクを外すこと、
体育の授業においては、マスクの着用の必要はないことが改めて徹底された。特に、マスク着用に
より、熱中症リスクが高まってしまうことのないように留意する方針が示された（健康教育・食育
課事務連絡　2022年５月24日）。
　その後、マスクの着用に関するリーフレットが厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本
部より周知徹底され（事務連絡　2022年10月14日）、屋外では季節を問わず、マスクの着用が原則
不要であること、屋内では、距離が確保でき会話をほとんどしない場合を除いてはマスクの着用を
推奨する、という方針を示した。

（５）学校における換気
　新型コロナウイルス感染症の感染対策には、マスクの着用と同様に、換気の重要性が強調されて
きた。学校における換気の基準として、学校保健安全法に基づく学校環境衛生基準において、二酸
化炭素は1,500ppm以下であることが望ましいとされているが、2022年７月14日付の新型コロナウ
イルス感染症対策分科会提言において、できる限り1,000ppm以下に維持することが望ましいとさ
れた。具体的には、機械換気装置や、窓や扉を開けることによる常時換気が推奨されるが、常時換
気が困難であったり、効果が不十分な場合には、小まめに（30分に１回以上）数分間程度、窓を全
開にする空気の入れ換えや、二酸化炭素濃度測定器を設置して、換気状態をモニターすること、サ
ーキュレータを設置して換気を補助する方法が例示され、学校現場においても効果的な換気を実施
できるように、基本的な考え方や具体的な方法が示された（健康教育・食育課事務連絡　2022年９
月２日）。

（６）学校保健安全法へ
　2023年４月28日に公布され、５月８日より施行された、感染症の予防及び感染症の患者に対する
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医療に関する法律（感染症法）上、新型コロナウイルス感染症の位置付けが、新型インフルエンザ
等感染症から５類感染症に変更されたことで、学校保健安全法施行規則に規定する、学校におい
て予防すべき感染症の位置付けも見直され、第二種の感染症に位置付けられた４）。これに伴い、新
型コロナウイルス感染症に係る出席停止の期間の基準が「発症した後五日を経過し、かつ、症状が
軽快した後一日を経過するまで」とされた。出席停止措置の取り扱いに関する留意事項として、出
席停止解除後、発症から10日を経過するまでは、当該児童生徒に対してマスクの着用を推奨するこ
と、児童生徒等の間で感染の有無やマスクの着用の有無によって差別・偏見等がないよう、適切に
指導を行うこと等が明記された。その他の留意事項として、濃厚接触者の特定は行われないことと
なり、従前であれば濃厚接触者として特定されていた者についても、新型コロナウイルス感染症の
感染が確認されていない者については、直ちに出席停止の対象とする必要はないこと、感染が不安
で休ませたいと相談があった児童生徒等の出欠の取扱いを「非常変災等児童生徒又は保護者の責任
に帰すことができない事由で欠席した場合などで、校長が出席しなくてもよいと認めた日」として
扱うことができること、発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合などには無理をして登
校しないことの周知について明記された。

（７）まとめ
　オミクロン株の出現によって、子どもにも感染する病気となった新型コロナウイルス感染症の流
行の波は、学校や地域、家庭ごとに異なる多くの課題を提起した。これら一つ一つの課題に対し、
現場からのフィードバックと専門家の関与により、適切かつ現実的な対応を検討し、対処すること
ができた。

■参考文献
１）�文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課感染状況調査担当. 学校関係者における新型コロナウイルス感染症の感染

状況 2022.
２）�文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課. 学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル. 

2023.
３）�文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課. 学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場

合の対応ガイドライン（第１版）. 2021.
４）�文部科学省初等中等教育局長. 学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について（通知）. 2023.
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2 新型コロナウイルス感染症が及ぼした消費行動や
働き方への影響

� 〈久我 尚子　株式会社ニッセイ基礎研究所　生活研究部　上席研究員〉
� 〈村松 容子　株式会社ニッセイ基礎研究所　保険研究部　主任研究員〉

（１）個人消費への影響
　2020年から2021年にかけての新型コロナウイルス感染症の感染拡大下においては、個人消費は感
染状況が悪化して緊急事態宣言等の措置が発出され、外食や旅行、レジャーなどの外出を伴う消費
が抑制されると落ち込み、感染状況が改善して外出が再開すると上向くことを繰り返してきた（図
表１）。
　一方、2022年以降は感染者数が増えても消費の落ち込みが大分浅くなり、緩やかな改善傾向を示
している。これは、感染が拡大したのは重症化しにくいとの特徴を持つオミクロン株が主であった
ことやワクチン接種が進んだことなどから、感染防止対策と社会経済活動の両立が図られるように
なったためだ。なお、2022年３月下旬以降、政府による緊急事態宣言等は発出されておらず、消費
行動に関わる制限も緩和されている。
　一方で感染状況が改善へ向かった2022年秋や2023年春でも、個人消費はコロナ禍前の水準を依然
として下回って低迷し続けている。これは、2022年２月からのロシアによるウクライナへの軍事侵
攻の影響でエネルギーや輸入原材料価格が高騰し、日本国内の物価が上昇し、実質賃金が低迷し始
めたために、消費者の可処分所得が目減りしてしまったことによる。
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図表１　総消費動向指数と新型コロナウイルス感染症の新規感染者数

（資料）総務省「消費動向指数」、厚生労働省「新規陽性者数の推移」



－ 500－

　なお、原稿執筆時点（2024年５月）の統計の最新値（2024年３月）を見ても、実質賃金は24か月
連続で前年同月比を下回り、個人消費もコロナ禍の水準を下回っている。
　雇用環境については、総務省「労働力調査」によると、コロナ禍で特に苦境に立たされた宿泊・
飲食サービス業の就業者数は、コロナ禍前の2019年と比べれば減少しているが2022年では2021年と
比べて改善している（2021年▲50万人で▲11.9％、2022年▲40万人で▲9.5％）。それによって、飲
食サービス業等で比較的多い非正規雇用者数も改善傾向にある（2021年▲98万人で▲4.5％、2022
年▲72万人で▲3.3％）。
　一方、コロナ禍で需要が増した医療・福祉業の就業者数は2022年も増加傾向が続いている（2021
年＋44万人で＋5.2％、2022年＋61万人で＋7.2％）。また、医療・福祉業では従来女性の正規雇用者
が多く、2013年からの「女性の活躍推進」政策の効果の土台もあることで、女性の正規雇用者数は
増加傾向にある（2021年＋64万人で＋5.5％、2022年＋80万人で＋6.8％）。
　生活面へ目を向けると、コロナ禍においては外出自粛によって「新たな出会いが減ることへの不
安」が、特に20歳代・30歳代で強い傾向があった（図表３）。一方で2022年以降は外出行動が再開
されることで全体的に不安は弱まり、2023年３月ではコロナ禍当初と同程度に落ち着いている。
　このような中で未婚化も若干緩和している。厚生労働省「人口動態調査」によると、婚姻数は、
近年では2018年（58万6,481件）を底に2019年（59万9,007件、2018年比＋2.1％）はやや増加してい
たのだが、2020年（52万5,507件、2019年比▲12.3％）、2021年（50万1,116件、同▲16.3％）と減少傾
向が強まっていた。一方で2022年（50万4,930件、同▲15.7％）では前年と比べてやや増加している。
　一方で出生数については、従来の出生数の低下傾向に加えて感染リスクから出産をためらうこと
で少子化が加速してきたが、この傾向は緩和されておらず、出生数は2020年以降、減少傾向が強ま
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図表２　消費者物価指数および実質賃金指数（前年同月比）
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っている（2019年86万5,239人、2020年84万835人で2019年比▲2.8％、2021年81万1,604人で同▲6.2
％、2022年77万759人で同▲10.9％）（図表４）。
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図表３　20歳代・30歳代の新たな出会いが減ることへの不安

（資料）ニッセイ基礎研究所「新型コロナによる暮らしの変化に関する調査」
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（２）消費行動への影響
　コロナ禍で非接触志向が高まり、外出を自粛することで、消費行動は大きく変化している。ここ
では主な変化として買い物手段や食生活、余暇生活に注目したい。

①買い物手段の変化～実店舗からネットへのデジタルシフト
　コロナ禍前と比べた買い物手段の利用状況を見ると、スーパーなどの実店舗では減少の割合の高
さが目立つが、いずれも当初と比べて改善している（図表５）。業態によって温度差があり、生活
必需品を扱うスーパーやコンビニエンスストアでは2023年３月の利用減少層（「減少」＋「やや減
少」）は約２割だが、主に衣料品やぜいたく品を扱い、不要不急の外出ともなりやすいデパートや
ショッピングモールでは約４割に上る。
　一方、ネットショッピングやキャッシュレス決済サービスなどのデジタル手段の利用では増加が
目立つが、外出行動が再開されたことで、特にネットショッピングの利用には落ち着きが見える。
一方で、キャッシュレス決済サービスの利用は利用増加層が過半数を占めて高水準を維持してい
る。
　なお、買い物手段のデジタルシフトは以前から徐々に進行していたが、コロナ禍で加速してい
る。経済産業省「電子商取引に関する市場調査」によると、国内の物販系領域のＥＣ化率は、2019
年までは毎年0.5ポイント程度上昇していたのだが、2019年（6.76％）から2020年（8.08％、前年比
＋1.22％pt）にかけては例年より２倍以上上昇している。一方で、2021年以降はEC化率は上昇し
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図表５　コロナ禍前（2020年１月頃）と比べた買い物手段の利用の変化（単一回答）

（資料）ニッセイ基礎研究所「新型コロナによる暮らしの変化に関する調査」
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ているものの、その上昇幅は鈍化している（2021年8.78％で前年比＋0.70％pt、2022年9.13％で同
＋0.35％pt）。なお、内訳を見ると、「書籍、映像・音楽ソフト」（2022年で52.16％）や「生活家電、
AV機器、PC・周辺機器等」（同42.01％）、「生活雑貨、家具、インテリア」（同29.59％）などの高
さが目立つ一方、「自動車、自動二輪車、パーツ等」（同3.98％）や「食品、飲料、酒類」（同4.16％）
は５％未満にとどまる。

②食生活の変化～外食需要の中食・内食シフト
　食生活では、コロナ禍では外食が控えられる一方、テイクアウトやデリバリーなどの中食需要が
増してきたが、買い物と同様に外出行動が再開されることで、外食控えと中食需要の伸びには落ち
着きが見られる（図表６）。ただし、2023年３月の時点でも外食の利用減少層は全体の過半数を占
めて目立つ。
　なお、中食市場は、コロナ禍前から利便性重視志向の高い共働き世帯や単身世帯が増えることで
拡大傾向にあった１）。さらにコロナ禍でテイクアウトなどに対応する飲食店が増え、消費者にとっ
て選択肢が広がった。デリバリーについては、2020年９月以降、利用増加層の伸びは鈍化している
が、若い年代ほど利用率が高く、都市部ほど配達網が充実しているなど、現在のところ需要と供給
に偏りがある影響もあるだろう。
　ところで、コロナ禍の当初に話題となったオンライン飲み会・食事会の利用者層は全体の２割程
度である。ただし、年代によって差があり、デジタルネイティブの多い若い年代ほど利用者層は多
い（2023年３月で20歳代35.1％、70歳～74歳12.2％）。
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図表６　コロナ禍前（2020年１月頃）と比べた食事サービスの利用の変化（単一回答）

（資料）ニッセイ基礎研究所「新型コロナによる暮らしの変化に関する調査」



－ 504－

③余暇生活の変化～巣ごもり・デジタル娯楽の活発化
　外出を伴う余暇行動については、旅行のほか、遊園地や映画館などの娯楽施設の利用では減少が
目立つが改善傾向にある。なお、旅行については引き続きマイクロツーリズムの需要が比較的堅調
である。旅行関係の支出額の動きは感染状況と連動しているのだが、いずれの時期においても、宿
泊料単体の方が交通費を含むパック旅行費よりコロナ禍前と比べた減少幅が小さい（図表７）。
　なお、政府は、2020年７月下旬より観光需要喚起策としてGoToトラベル事業を開始し、感染状
況が悪化したことで2020年12月下旬にいったん停止している。2021年４月からは自県民の県内旅行
を推進する「県民割」が開始され、対象を地域ブロックに広げた「ブロック割」が2022年10月上旬
まで実施された。その後は対象を全国に広げた「全国旅行支援」が実施されている。その間で最も
旅行関連支出が回復した2022年10月では、二人以上世帯の宿泊料の対2019年実質増減率は52.6％に
上る。
　一方、巣ごもり型の余暇行動については、自宅で楽しめるゲームや動画配信サービスなどのデジ
タル娯楽の利用が活発化したが、これらはデジタル化の進展という土台があるため、外出行動が再
開された2022年以降も堅調に推移している２）。
　なお、コロナ禍当初はメディアの視聴が増え、テレビや新聞などの従来型のマスメディアやネッ
ト系メディア、動画配信サービス、ＳＮＳの利用状況を見ると、軒並み利用が増えていた３）。背景
には自宅で過ごす人が増えたことに加えて、感染状況下では暮らしに影響の大きな情報や政策判断
が増えたことで、消費者は情報収集に積極的になっていたことが挙げられる。一方で、外出行動が
再開されることで、メディア利用の伸びは2021年をピークに鈍化している。ただし、ネット系メデ
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図表７　二人以上世帯の宿泊料とパック旅行費（対2019年同月実質増減率）

（資料）総務省「家計調査」
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ィアについてはデジタル化が進展する中で、コロナ禍当初の利用水準をやや上回った状況が続いて
おり、2023年３月時点でもネットサーフィンや動画配信サービスの利用者自体はやや増え続けてい
る。

（３）働き方への影響
①働き方のデジタルシフト
　新型コロナウイルス（COVID-19）の感染拡大は、働き方にも変化をもたらした。政府による

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」によって、2020年の流行拡大当初より人の流
れを抑制する観点から、企業に対して、出勤者数の削減目標を定め、在宅勤務（テレワーク）の活
用や休暇取得の促進を推奨したほか、出勤する場合にも、時差通勤、自転車通勤等の人との接触を
低減する取り組みを推奨し、2023年５月にCOVID-19が感染症の予防および感染症の患者に対する
医療に関する法律によって５類感染症に位置付けられ、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的
対処方針」が廃止するまで続いた。
　コロナ禍前の2019年４月から順次施行されていた働き方改革関連法に伴い、柔軟な働き方として
テレワークへの関心が高まる中、コロナ禍における出勤者数削減要請によって、総務省「通信利用
動向調査」によると、常時雇用者100人以上の企業におけるテレワーク導入率は、2019年は20.2％
だったのに対し、2020年には47.5％、2021年以降は半数を超えて推移している（図表８）。しかし、
業種や企業規模によるテレワーク導入率には差があり、情報通信業、金融・保険業、不動産業など
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図表８　産業分類別テレワーク導入状況の変化

（資料）総務省「通信利用動向調査」（2019年、2021年）
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では７割を超えるが、運輸・郵便業やサービス業では４割程度にとどまる。また、資本金規模が
１億円を超える企業で導入率は８割を超えるのに対して、5,000万円未満の企業では４割に満たない。
　ニッセイ基礎研究所が個人を対象として行った調査によると、就労者における勤務先への出社減
少層（「減少した」＋「やや減少した」）は、2020年６月以降、３割弱と比較的高い水準で継続して
いた（図表９）。一方で2022年６月以降は、勤務先への出社状況は７割がコロナ禍前と変化がなく
なっていたほか、減少層も2020年６月は27.8％であったが2023年３月には16.4％へ低下している。
　在宅勤務は、利用していない就労者が６割程度でやや上昇しながら推移していた。一方で、在宅
勤務の利用者で見ると、2020年６月以降、大きな変動はなく、コロナ禍前と比べて利用増加層にお
いては、2023年３月時点でも一定程度が引き続き利用していた。
　また、出張は２割～３割、上司や部下、同僚との会食は３割～４割がコロナ禍前と比べて減少し
たまま推移していた。一方で、ビジネスチャットの利用や、オンライン会議や打ち合わせも２割～
３割程度で推移しており、感染リスクが比較的高い会食を控える一方で、オンライン会議の増加や
ビジネスチャット等の活用が続いている様子がうかがえる。

②働き方の変化に伴う影響
　外出の機会が減り、在宅勤務等の増加によって、日々の生活における家事・育児時間にも変化が
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図表９　コロナ禍前（2020年１月頃）と比べた働き方の変化

（資料）ニッセイ基礎研究所「新型コロナによる暮らしの変化に関する調査」
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あった。内閣府「新型コロナウイルス感染症の影響下における生活様式・行動の変化に関する調
査」によると、18歳未満の子を持つ親の家事・育児時間は、５割～６割前後は感染拡大前と比べて
変化はないとするものの、変化があった親では、男女とも増加が減少を上回っていた（図表10）。
　男女を比較すると、男性は「やや増加」している割合が高いのに対し、女性は「大幅に増加」、
または「増加」している割合が高くなっており、コロナ禍における在宅時間の増加は、特に女性が
家事・育児時間を増やしていた。男女とも、2020年５月と比べると、2023年３月に、「大幅に増加」
または「増加」している割合は低下しており、家事・育児時間もコロナ禍前に戻りつつある。
　ニッセイ基礎研究所の調査によれば、在宅勤務を想定した生活をしてこなかった世帯が多く、在
宅勤務中に仕事に集中するスペースや時間を確保するのが難しかったほか、家庭生活においてはコ
ロナ禍では外出も自粛する傾向が続いたため、子どもが自由に遊べる時間やスペースが減るなどの
影響もあった４）。
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図表10　家事・育児時間の変化

（出典）内閣府「第６回新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」

　なお、就労者の出勤機会がコロナ禍前の水準に
戻らない中、鉄道各社における在来線では、これ
まで恒常的に得られていた通勤・通学等の定期
券による収入が戻りきらない路線も多く（図表
11）、今後の少子化社会への対応を見据えて、有
料席の拡大や路線のスリム化の検討が始まってい
る。

 

�

2024/05/30 17:08 JR6社定期回復⾜踏み、コロナ前8〜9割 減便、終電前倒し取りやめ難しく|47NEWS（よんななニュース）

https://www.47news.jp/10743644p7.html 1/3

図表11　�コロナ禍前後のJR各社定期券利用の
旅客輸送用水準

（出典）�2024年４月４日　共同通信「JR６社定期回復
足踏み、コロナ前８～９割　減便、終電前倒し
取りやめ難しく」
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社会経済の動向
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雇用者数、失業者数

出典：総務省統計局「労働力調査」
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人流（商業施設、駅、家）

出典：Google「コミュニティ　モビリティレポート」
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ネット通販

出典：総務省統計局「家計調査」二人以上世帯月次結果
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厚生労働省発表値(各年計)

〇感染者数 2020年 232,495人 2021年 1,495,733人 (２か年累計 1,728,228人)

〇死亡者数 2020年 3,459人 2021年 14,926人 (２か年累計 18,385人)

（注）

〇感染者数・死亡者数は厚生労働省HP掲載件数

〇2020年5月8日以前の死亡者数は公的なデータが確認できないためNHKの公表

データ(計624人)を使用※

〇ウイルス株の変遷は「新型コロナウイルス ゲノムサーベイランスによる系統別検出

状況（国立感染症研究所）」を参照

－第１次緊急事態宣言－
【2020.4/7～5/25】
（4/16全国に拡大）

－第2次緊急事態宣言－
【2021.1/8～3/21】

－第3次緊急事態宣言－
【2021.4/25～9/30】

（アルファ株（Ｂ.1.1.7））

（デルタ株（AY29））

国内発生

2020年1月16日確認
(神奈川県在住)

（Ｂ.1.1.284）

（Ｂ.1.1）

（Ｒ1）

（Ｂ.1.1.214）

〇2月13日

特措法改正(蔓延防止措置や罰則規定を創設)

〇2月13日

・感染症法の一部改正(宿泊療養、自宅療養を法的

に位置付け)

・検疫法の一部改正(無症状病原体保有者へ法を

適用、宿泊療養、自宅療養を法的に位置付け)

〇8月28日

新型コロナウイルス感染症に関する今後の取

組(新型コロナウイルス感染症対策本部決定)

2021年の主な出来事

〇7月23日～8月8日 東京オリンピック2020開催

〇8月24日～9月5日 東京2020パラリンピック開催

〇2月17日

予防接種を医療従事者から順次開始

〇12月2日

予防接種法等の一部改正（臨時接種に特例

を設け実施主体を市町村とし、接種費用は全

額国庫負担）

10月4日 岸田内閣発足

〇12月20日

予防接種証明書を電子交付化

第2波

〇1月7日 中国当局が新型コロナウイルスを

検出したとWHOが発表

〇1月28日 新型コロナウイルスを指定感染

症及び検感染症に指定(政令改正)

〇1月30日

WHO緊急事態(FHEIC)を宣言

〇2月11日

WHO新型コロナウイルスによる肺炎を

「COVID-19」と命名

〇3月11日 WHOがパンデミック状態にあると表明

〇3月14日 特措法改正(新型コロナウイルスを新型イ

ンフル等とみなす)

2020年の主な出来事

〇2月3日～3月1日 横浜港でクルーズ船「ダイヤモンド プリンセス号」を検疫措置・

(乗員乗客3,711名 712人が感染、14名死亡)

〇3月28日 新型コロナウイルス感染症対策の基本的

対処方針を発表

〇7月6日 新型コロナウイルス感染症対策分科会初

会合

9月16日 菅内閣発足

Go To トラベルキャンペーン

（第1弾 7.22～9.30 第2弾 10.1～12.28）
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（死亡者数）新型コロナウイルス感染者数・ 死亡者数の推移（週単位）

感染者数 死亡者数

第1波

第4波
第3波

第5波

［33週］158,446人

［36週］443人

［19週］43,023人

［20週］804人

［1週］43,850人

［5週］673人

［32週］9,607人

［35週］98人
［18週］164人

［15週］
3,479人

厚生労働省発表値(各年計)

〇感染者数 2020年 232,495人 2021年 1,495,733人 (２か年累計 1,728,228人)

〇死亡者数 2020年 3,459人 2021年 14,926人 (２か年累計 18,385人)

（注）

〇感染者数・死亡者数は厚生労働省HP掲載件数

〇2020年5月8日以前の死亡者数は公的なデータが確認できないためNHKの公表

データ(計624人)を使用※

〇ウイルス株の変遷は「新型コロナウイルス ゲノムサーベイランスによる系統別検出

状況（国立感染症研究所）」を参照

－第１次緊急事態宣言－
【2020.4/7～5/25】
（4/16全国に拡大）

－第2次緊急事態宣言－
【2021.1/8～3/21】

－第3次緊急事態宣言－
【2021.4/25～9/30】

（アルファ株（Ｂ.1.1.7））

（デルタ株（AY29））

国内発生

2020年1月16日確認
(神奈川県在住)

（Ｂ.1.1.284）

（Ｂ.1.1）

（Ｒ1）

（Ｂ.1.1.214）

〇2月13日

特措法改正(蔓延防止措置や罰則規定を創設)

〇2月13日

・感染症法の一部改正(宿泊療養、自宅療養を法的

に位置付け)

・検疫法の一部改正(無症状病原体保有者へ法を

適用、宿泊療養、自宅療養を法的に位置付け)

〇8月28日

新型コロナウイルス感染症に関する今後の取

組(新型コロナウイルス感染症対策本部決定)

2021年の主な出来事

〇7月23日～8月8日 東京オリンピック2020開催

〇8月24日～9月5日 東京2020パラリンピック開催

〇2月17日

予防接種を医療従事者から順次開始

〇12月2日

予防接種法等の一部改正（臨時接種に特例

を設け実施主体を市町村とし、接種費用は全

額国庫負担）

10月4日 岸田内閣発足

〇12月20日

予防接種証明書を電子交付化

第2波

〇1月7日 中国当局が新型コロナウイルスを

検出したとWHOが発表

〇1月28日 新型コロナウイルスを指定感染

症及び検感染症に指定(政令改正)

〇1月30日

WHO緊急事態(FHEIC)を宣言

〇2月11日

WHO新型コロナウイルスによる肺炎を

「COVID-19」と命名

〇3月11日 WHOがパンデミック状態にあると表明

〇3月14日 特措法改正(新型コロナウイルスを新型イ

ンフル等とみなす)

2020年の主な出来事

〇2月3日～3月1日 横浜港でクルーズ船「ダイヤモンド プリンセス号」を検疫措置・

(乗員乗客3,711名 712人が感染、14名死亡)

〇3月28日 新型コロナウイルス感染症対策の基本的

対処方針を発表

〇7月6日 新型コロナウイルス感染症対策分科会初

会合

9月16日 菅内閣発足

Go To トラベルキャンペーン

（第1弾 7.22～9.30 第2弾 10.1～12.28）
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310,745
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261,013
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624,850
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感染者数 死亡者数

第6波

［5週］613,999人

［8週］1,651人

厚生労働省発表値（各年計）

〇感染者数 2022年 29,212,535人 2023年(5月8日現在) 4,591,037人(累計33,803,572人)

〇死亡者数 2022年 57,266人 2023年(5月8日現在) 17,403人(累計 74,669人)

第7波

［33週］1,532,111人

［35週］2,049人

（注）

〇感染者数・死亡者数は厚生労働省HP掲載件数

〇2020年5月8日以前の死亡者数は公的なデータが確認できないためNHKの公表

データ(計624人)を使用※

〇ウイルス株の変遷は「新型コロナウイルス ゲノムサーベイランスによる系統別検出

状況（国立感染症研究所）」を参照

（オミクロン株（BA.1.1.2））

（オミクロン株(BA5.2、BA5.2.1)）

（オミクロン株（BA.2.3））

第8波

（オミクロン株(BQ1.1)）

2022年の主な出来事

〇6月17日 内閣感染症危機管理庁等の設置する

方針を決定（新型コロナウイルス感染症対策本部）

〇9月26日 全国一律に発生届の対象を限定等

〇9月14日 ＷＨＯテドロス事務局長「終わりが視野

に入ってきた」と発言

〇7月29日 ＢＡ・5対策宣言を創設（新型コロナウイ

ルス感染症対策本部）

〇1月20日 臨時の医療施設に看護師等の派遣を

可能とする特例措置を承認（労働政策審議会）

〇7月14日 第7波に向けた緊急提言（新型コロナウ

イルス感染症対策分科会）

〇2月24日 ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が勃発

〇9月8日 「Ｗｉｔｈコロナに向けた政策の考え方」を

決定（新型コロナウイルス感染症対策本部）

〇10月１１日 水際対策を大幅に緩和

〇10月13日 新型コロナウイルスと季節性インフル

エンザの同時流行に備えた対応を公表（新型コロナ

ウイルス対策本部）

全国旅行支援を開始（観光庁）

（対象期間：10月11日～12月下旬）

〇11月18日 今秋以降の感染拡大で保健医療へ

の負荷が高まった場合の対応について（新型コロナ

ウイルス対策本部決定）

〇12月2日 感染症法等の一部改正（病床、外来医

療及び医療人材並びに物資の確保、保健所や検査

等の体制強化、情報基盤、ワクチン接種体制の整備

［1週］1,174,179人

［2週］2,857人

（オミクロン株(BF.7.15 XBB.1.5 BN1.2））

2023年の主な出来事

〇2月10日 基本的対処方針を変更(マス

クの着用は個人の主体的判断を尊重等)

〇5月5日 WHO「緊急事態宣言」を終

了

〇4月12日 死亡者数を人口動態統計で

把握

〇1月20日 岸田総理 新型コロナウイル

ス感染症を5類に移行させることを表明

〇3月10日 5月8日以降新型コロナウイル

ス感染症の行政検査を廃止

〇水際対策大幅に緩和(証明書を不

要)

〇5月8日 新型コロナウイルス感染症

を5類感染症に移行

（オミクロン株(BF5)）
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第10章　社会経済への影響
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（感染者数） 新型コロナウイルス感染者数・ 死亡者数の推移（週単位）
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613,999

543,298

527,699

434,312

400,493

350,226

306,013

267,343

314,471
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310,745
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225,761

202,783

261,013

236,046

181,003

124,733

102,959

96,078

101,876

148,436

305,837

624,850

1,054,183

1,407,144

1,506,952

1,371,612

1,532,111

1,344,192

927,610

696,021

537,458

366,791

277,821

208,831

218,795

234,250

282,201

401,062

501,962

593,274

698,445

742,927

850,842

1,047,201

1,151,912

1,034,912

1,174,179

940,501

628,910

407,664

290,915
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2022 2023

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

感染者数 死亡者数

第6波

［5週］613,999人

［8週］1,651人

厚生労働省発表値（各年計）

〇感染者数 2022年 29,212,535人 2023年(5月8日現在) 4,591,037人(累計33,803,572人)

〇死亡者数 2022年 57,266人 2023年(5月8日現在) 17,403人(累計 74,669人)

第7波

［33週］1,532,111人

［35週］2,049人

（注）

〇感染者数・死亡者数は厚生労働省HP掲載件数

〇2020年5月8日以前の死亡者数は公的なデータが確認できないためNHKの公表

データ(計624人)を使用※

〇ウイルス株の変遷は「新型コロナウイルス ゲノムサーベイランスによる系統別検出

状況（国立感染症研究所）」を参照

（オミクロン株（BA.1.1.2））

（オミクロン株(BA5.2、BA5.2.1)）

（オミクロン株（BA.2.3））

第8波

（オミクロン株(BQ1.1)）

2022年の主な出来事

〇6月17日 内閣感染症危機管理庁等の設置する

方針を決定（新型コロナウイルス感染症対策本部）

〇9月26日 全国一律に発生届の対象を限定等

〇9月14日 ＷＨＯテドロス事務局長「終わりが視野

に入ってきた」と発言

〇7月29日 ＢＡ・5対策宣言を創設（新型コロナウイ

ルス感染症対策本部）

〇1月20日 臨時の医療施設に看護師等の派遣を

可能とする特例措置を承認（労働政策審議会）

〇7月14日 第7波に向けた緊急提言（新型コロナウ

イルス感染症対策分科会）

〇2月24日 ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が勃発

〇9月8日 「Ｗｉｔｈコロナに向けた政策の考え方」を

決定（新型コロナウイルス感染症対策本部）

〇10月１１日 水際対策を大幅に緩和

〇10月13日 新型コロナウイルスと季節性インフル

エンザの同時流行に備えた対応を公表（新型コロナ

ウイルス対策本部）

全国旅行支援を開始（観光庁）

（対象期間：10月11日～12月下旬）

〇11月18日 今秋以降の感染拡大で保健医療へ

の負荷が高まった場合の対応について（新型コロナ

ウイルス対策本部決定）

〇12月2日 感染症法等の一部改正（病床、外来医

療及び医療人材並びに物資の確保、保健所や検査

等の体制強化、情報基盤、ワクチン接種体制の整備

［1週］1,174,179人

［2週］2,857人

（オミクロン株(BF.7.15 XBB.1.5 BN1.2））

2023年の主な出来事

〇2月10日 基本的対処方針を変更(マス

クの着用は個人の主体的判断を尊重等)

〇5月5日 WHO「緊急事態宣言」を終

了

〇4月12日 死亡者数を人口動態統計で

把握

〇1月20日 岸田総理 新型コロナウイル

ス感染症を5類に移行させることを表明

〇3月10日 5月8日以降新型コロナウイル

ス感染症の行政検査を廃止

〇水際対策大幅に緩和(証明書を不

要)

〇5月8日 新型コロナウイルス感染症

を5類感染症に移行

（オミクロン株(BF5)）
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氏　名 所属機関 役　職 担当箇所

浅田　留美子 大阪府四条畷保健所／元大阪府健康医療
部保健医療室 所長／副理事 第７章５

阿南　英明 地方独立行政法人神奈川県立病院機構／
前神奈川県

理事長／理事（医
療危機対策統括官） 第７章１

家保　英隆 高知県
理事（保健医療担
当）・健康政策部医
監

第９章１

石原　美千代 新宿区保健所／前目黒区保健所 所長／所長 第８章４

磯　　博康 国立国際医療研究センター国際医療協力
局グローバルヘルス政策研究センター センター長 第１章８

糸数　公 沖縄県保健医療介護部 部長 第７章４

井上　崇
千葉県健康福祉部（兼）医療整備課医師確
保・地域医療推進室／元千葉県健康福祉
部医療整備課地域医療構想推進室

副参事（兼）室長／
室長 第６章６

猪口　正孝 東京都病院協会／東京都医師会／東京都
感染症医療体制戦略ボード

会長／顧問／
メンバー 第７章９

入江　ふじこ 茨城県土浦保健所 所長 第４章４

越前屋　愛樹 一般財団法人日本公衆衛生協会健康危機
管理支援部IHEAT事務局

健康危機管理教育
専門職・保健師 第５章６

太田　雅之 国立感染症研究所感染症危機管理研究セ
ンター 第２室主任研究官 第１章11

太田　圭洋 日本医療法人協会 副会長 第７章11

大谷　可菜子 国立感染症研究所感染症疫学センター 第６室主任研究官 第１章１

大曲　貴夫 国立国際医療研究センター病院国際感染
症センター センター長 第１章５

岡部　信彦 川崎市健康安全研究所 参与 第１章７

■監修　　尾身　　茂（公益財団法人結核予防会　理事長）
　　　　　脇田　隆字（国立感染症研究所　所長）

■編集　　佐原　康之（昭和大学横浜市北部病院こどもセンター、前厚生労働省　健康局長）
　　　　　和田　耕治（一般財団法人日本公衆衛生協会　理事）

■執筆者（五十音順）
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氏　名 所属機関 役　職 担当箇所

尾身　茂 公益財団法人結核予防会 理事長 第２章４

柿本　健作 大阪健康安全基盤研究所 主幹研究員 第６章５

加藤　康幸 国際医療福祉大学医学部感染症学 教授 第１章６

金成　由美子 福島県保健福祉部感染症対策課 課長 第２章１⑶

鎌村　好孝 徳島県保健福祉部 医務技監 第７章３

神垣　太郎 国立感染症研究所感染症疫学センター サーベイランス総
括研究官

第１章１、
第４章１

河原　隆二 大阪健康安全基盤研究所 主幹研究員 第６章５

切手　俊弘 滋賀県健康医療福祉部／元滋賀県健康医
療福祉部医療政策課 次長／課長 第５章４

久我　尚子 株式会社ニッセイ基礎研究所生活研究部 上席研究員 第10章２

河野　英明 愛媛県保健福祉部 医療政策監 第２章２⑴

近藤　久禎 国立病院機構本部DMAT事務局 次長 第７章６

近野　睦子 山形県置賜総合支庁保健福祉環境部（置
賜保健所）保健企画課 地域保健主幹 第５章５

齋藤　智也 国立感染症研究所感染症危機管理研究セ
ンター センター長 第１章11

坂元　昇 川崎市立看護大学／川崎市健康福祉局 学長／医務監 第８章１

笹本　洋一 公益社団法人日本医師会 常任理事 第７章８

貞升　健志 東京都健康安全研究センター微生物部 部長 第６章１

猿木　信裕 群馬県衛生環境研究所 所長 第６章３

菖蒲川　由郷 新潟大学大学院医歯学総合研究科 特任教授 第10章１

白井　千香 枚方市保健所 所長 第８章３

白石　博昭 福岡県保健医療介護部・保健環境研究所
／前福岡県保健医療介護部

理事（ワンヘルス
担当）・所長／部長 第７章２

鈴木　忠樹 国立感染症研究所感染病理部 部長 第４章２

鈴木　基 国立感染症研究所感染症疫学センター センター長
第１章１、
第１章２、
第４章１
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氏　名 所属機関 役　職 担当箇所

関　　なおみ 大田区保健所／元大田区感染症対策課 参事／課長 第２章２⑷

高橋　健一郎 国立感染症研究所感染症危機管理研究セ
ンター

任期付き主任研究
官 第１章４

髙橋　健太郎 滋賀県医師会 副会長 第５章４

高橋　琢理 国立感染症研究所感染症疫学センター 第４室室長 第４章１

高山　義浩 沖縄県立中部病院感染症内科・地域ケア科 副部長 第２章２⑵

滝沢　木綿 国立感染症研究所感染症疫学センター 第６室技術補助員 第１章１、
第４章１

田中　一成 静岡市保健福祉長寿局・静岡市保健所 理事・所長 第８章２

田中　英夫 寝屋川市保健所 所長 第４章５

谷口　栄作 島根県健康福祉部 医療統括監 第２章１⑷

塚越　博之 群馬県衛生環境研究所 保健科学係長 第６章３

辻　　外記子 朝日新聞科学みらい部／朝日新聞 大阪担当部長／
元編集委員 第９章６

藤内　修二 大分県福祉保健部／豊肥保健所 理事／所長 第２章１⑵

朝野　和典 大阪健康安全基盤研究所 理事長 第６章５

中島　一敏 大東文化大学スポーツ・健康科学部健康
科学科 教授 第１章３、

第７章７

長島　真美 東京都健康安全研究センター 微生物部ウイルス
研究科長 第６章４

中野　夕香里 公益社団法人日本看護協会 専務理事 第７章10

仲本　光一 岩手県県央保健所／元岩手県奥州保健所
（兼）一関保健所 所長／所長 第９章２

奈良　由美子 放送大学教養学部・大学院生活健康科学
プログラム 教授 第９章４

野村　周平
慶應義塾大学医学部医療政策・管理学／
東京大学大学院医学系研究科国際保健政
策学

特任准教授／
特任助教 第１章２

橋爪　真弘 東京大学大学院医学系研究科国際保健政
策学 教授 第１章２

林　　瑞穂 大阪市健康局保健所 保健主幹 第５章３
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氏　名 所属機関 役　職 担当箇所

藤田　利枝 久留米市保健所／前長崎県県央保健所 所長／所長 第５章１

本多　麻夫 埼玉県保健医療部／衛生研究所 参事／所長 第４章３

松岡　宏明 岡山市保健所 所長 第５章２

三﨑　貴子 川崎市健康安全研究所／元企画調整担当
部 所長／部長 第６章２

水野　雄太 日本放送協会（ＮＨＫ）報道局科学文化部 記者　※当時 第９章５

村上　真智子 滋賀県健康医療福祉部医療政策課 主査・保健師 第５章４

村松　容子 株式会社ニッセイ基礎研究所保険研究部 主任研究員 第10章２

森岡　慎一郎 国立国際医療研究センター国際感染症セ
ンター国際感染症対策室 医長 第１章９

山下　輝夫 兵庫県保健医療部 部長 第２章１⑴

横塚　由美 厚生労働省東京検疫所羽田空港検疫所支
所／元厚生労働省成田空港検疫所

支所長／
検疫衛生課長

第３章１～
５

吉田　英樹 大阪市健康局 首席医務監 第２章２⑶

吉田　弘 国立感染症研究所ウイルス第二部 主任研究官 第４章６

脇田　隆字 国立感染症研究所 所長 第２章５

和田　耕治 一般財団法人日本公衆衛生協会 理事
第１章10、
第２章３、
第９章３

■資料集

氏　名 所属機関 役　職

久我　尚子 株式会社ニッセイ基礎研究所生活研究部 上席研究員

村松　容子 株式会社ニッセイ基礎研究所保険研究部 主任研究員

「社会経済の動向」

氏　名 所属機関 役　職

政田　敏裕 一般財団法人日本公衆衛生協会 事務局長

「2020年～2024年　新型コロナウイルス感染症に関連した主な出来事」
「新型コロナウイルス感染者数・死亡者数の推移（週単位）」

※執筆者の所属機関、役職は執筆当時のものです。
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　新型コロナウイルス感染症のために多くの方々が貴い命を失いました。また、各種の行
動制限等は、人々の日常生活へ多大なる影響を与え、多くの人が日々苦労し、不安や悲し
みも経験しました。そして、そうした人々を支えるために、たくさんの保健医療関係者
が、日夜を問わず懸命に努力し、新型コロナウイルス感染症と闘いました。

　ヒトの交流がどんどんグローバル化していく中で、21世紀に入ってからも、SARS、
MARS、新型インフルエンザ（A/H1N1）等、新しい感染症が次々と現れ、また、そのた
びに社会に与える影響が甚大になってきています。そして、新型コロナウイルス感染症の
登場により、新しい感染症は繰り返し必ずやってくるということを、多くの人々が痛感し
たと思います。

　しかしながら、2023年５月８日に新型コロナウイルス感染症が感染症法上の５類感染症
に移行して１年余り、新型コロナウイルス感染症の記憶は、人々の脳裏から急速に消えつ
つあるように感じます。大変な思いで日夜仕事をした諸機関の職員の皆さんも、人事異動
などで職場を去り、あんなに頑張った経験やそこで得られた知見の伝承が不十分な事例も
側聞します。

　いつやってくるか分からない、でも必ずやってくる次のパンデミックに備えて、新型コ
ロナウイルス感染症への対応をしっかりとまとめ、後世に伝えていくことは重要です。内
閣感染症危機管理庁からは、2023年９月早々に「新型コロナウイルス感染症対応につい
て」と題する資料が公表され、中央省庁からの視点でどのような対応を行ったのかが整理
されています。しかしそれだけではなく、各自治体の保健衛生部局や保健所、地方衛生研
究所、あるいは医療機関など、新型コロナウイルス感染症対応の第一線で、どのような対
策が行われてきたのかを整理しておく必要があります。新型コロナウイルス対応は、各地
域における第一線の人々の日々弛まぬ努力により、力強く支えられていたからです。

　2022年末に感染症法等の大幅改正が行われ、2024年に地方自治体は新しい「感染症予防
計画」を策定しました。さらに、新型インフルエンザ等対策行動計画の自治体版も改定さ
れることになっています。計画を作りそれを柔軟に運用していくには、第一線の各現場に
即した、計画には表れない小さな工夫が、成功への大きな鍵であることも多いです。本記
録集は、パンデミックへの対応を、より効果的かつ効率的に進めていくための日々の苦闘
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の記録集であり、その中にたくさんのヒントが盛り込まれています。感染症対策に携わる
多くの皆さんの、大いなる参考になると信じます。

　そして、何よりも強調したいのは、「備えあれば憂いなし」、平時からの準備が、有事で
の成功の鍵を握ることです。これが、今回のパンデミックを踏まえた最大の改善点である
べき、とも思います。本記録集を、有事の際に読み始めるのではなく、平時から一読して
おくことをお勧めします。平時から過去を知り未来に備える、そのための貴重な記録集と
なっています。

　最後に、本記録集の作成に当たり、地方自治体や専門家の皆さん等、関係者の方々に多
大なるご協力をいただきました。心より感謝申し上げます。

2024年12月

昭和大学横浜市北部病院 こどもセンター
（前厚生労働省健康局長）

� 佐原 康之
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　本書は、『令和４年度 地域保健総合推進事業 新型コロナウイルス感染症対応記録』の
続編である。前書が、2021年末までのデルタ株への対応、ならびにワクチン接種が進めら
れるまでであった。

　本書では、2021年末のオミクロン株の出現から、2023年５月８日の感染症法の類型を５
類感染症とし、さらには2024年３月31日にワクチンや薬剤への費用補助などの終了などを
対象とした。オミクロン株の出現により感染者数が増加し、戦略の変更のいきさつ、そし
ていわゆるさまざまな対策の「幕引き」の経緯である。

　本書では、政府による「新型コロナウイル感染症対応について」が、2023年９月４日の
新型インフルエンザ等対策推進会議に示されたため、該当する時期の部分を、許可を得て
転載させていただいた。そのため、執筆は地方自治体やアカデミアなどを中心とした方に
依頼することとした。

　執筆に当たっては、事実や活動を基本としてお書きいただいた。いわゆる、教訓を示す
ことや反省することを目的とはしなかった。また、対象とする読者は、次のパンデミック
の担当者とした。おそらくこの本が顧みられるのは、再び感染症の脅威の中で、多くの想
定外なことが起こりつつ、楽観論と悲観論が飛び交い、いつ終わるともしれない日々の中
であろう。そうした忙しい状況でも、この事例から次に起こりそうなことを想定したり、
参考にして業務の削減ができれば何よりである。

　新型コロナウイルス感染症の発生当時に、ある先生が、「過去にとらわれてはならな
い」という趣旨の発言を何度かされていた。過去としては、2009年の新型インフルエンザ
H1N1や2002年のSARSなどが挙げられる。必ずしも同じシナリオが起こるわけではない
ため、この記録もあくまで「一例」としてご覧いただきたい。今、振り返ってみても、過
去にとらわれ、対策が不十分となれば、取り返しのつかないこともあったかもしれない。

　次のパンデミックを見据えて、国立健康危機管理研究機構（JIHS）が2025年４月に設
立されようとしている。政府と一体となって、対策を推進するべくさまざまな役割の期待
が持たれている。すでにさまざまな対策や予算措置も取られているが、次のパンデミック
を想定した対策はまだ始まったばかりともいえる。しかしながら、日本の医療や公衆衛生
の課題は多数あり、パンデミックのためというよりは、パンデミックがあっても効率的な

編集後記



－ 525－

仕組みを考えていく必要がある。この本が顧みられる日に、後世の方に恥じることがない
ように皆で取り組んでいきたい。

　振り返ると、その時ごとに、取り組むべき「問い」がきちんと挙げられているのか、が
重要であったと考えた。「正しい答え」を見つけることも重要であるが、そもそも「問い」
が正しくなければ、「正しい答え」に結び付かない。膨大な「問い」が出される中から、

「優先して取り組むべき問い」をこれからの平時においても、そして有事においては漏ら
さず取り組みができるようにしていくことが重要である。その問いはさまざまなところか
ら出てくる。声が大きいところからの問いもあれば、声が大きくないところからの問いも
ある。特にわれわれ公衆衛生に携わる者は、声が大きくないが、大事な「問い」を漏らす
ことなく対応していく必要がある。

　AIやChatGPTなども出ており、次のパンデミックにおいて「答え」を得ることはそれ
ほど難しくないかもしれない。しかし、「優先して取り組むべき問い」をどうするかはわ
れわれの役割であろう。

謝辞
　執筆をいただいた皆さま、編集委員会の委員の先生方には、日常業務でご多用のとこ
ろ、執筆や御対応を誠にありがとうございました。

　発刊に至るまでに、多くの執筆者との正確なやりとり、企画のご調整などご尽力をいた
だきました、日本公衆衛生協会の若井 友美さん、鎌田 久美子さん、高岡 誠子さんに深く
御礼申し上げます。編集をご担当いただきました、株式会社社会保険研究所　小嶋 理惠
さん、弓場 英嗣さん、川瀬 道子さんには、丁寧に、そして迅速に短い期間で対応いただ
きました。

　最後に、さまざまな公衆衛生活動を日々支えていただいている現場の皆さま方に感謝し
ます。

2024年12月

� 一般財団法人日本公衆衛生協会

� 理事　和田 耕治
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